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議案第 １ 号

令和８年度富山市一般会計予算

令和８年度富山市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１９９，７７６，

１０７千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表

歳入歳出予算」による。

（継続費）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の

規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表 継続費」

による。

（債務負担行為）

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することがで

きる事項、期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。

（地方債）

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができ

る地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

は、「第４表 地方債」による。

（一時借入金）

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の

借入れの最高額は、１２，０００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算

の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過

不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の

流用
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令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 市税 81,555,167 

 1 市民税 36,265,167 

 2 固定資産税 32,989,000 

 3 軽自動車税 1,382,000 

 4 市たばこ税 2,692,000 

 5 入湯税 46,000 

 6 事業所税 3,856,000 

 7 都市計画税 4,325,000 

 2 地方譲与税 1,407,000 

 1 地方揮発油譲与税 272,000 

 2 自動車重量譲与税 1,000,000 

 3 森林環境譲与税 115,500 

 4 特別とん譲与税 2,500 

 5 航空機燃料譲与税 17,000 

 3 利子割交付金 162,000 

 1 利子割交付金 162,000 

 4 配当割交付金 512,000 

 1 配当割交付金 512,000 

 5 株式等譲渡所得割交付金 820,000 

 1 株式等譲渡所得割交付金 820,000 

 6 法人事業税交付金 1,270,000 

 1 法人事業税交付金 1,270,000 

 7 地方消費税交付金 12,325,000 

 1 地方消費税交付金 12,325,000 

 8 ゴルフ場利用税交付金 54,000 

 1 ゴルフ場利用税交付金 54,000 

9 地方特例交付金 689,000 

 1 地方特例交付金 665,000 

 2
新型コロナウイルス感染症対策地方税減
収補塡特別交付金

24,000 

10 地方交付税 20,500,000 

 1 地方交付税 20,500,000 

11 交通安全対策特別交付金 50,000 

 1 交通安全対策特別交付金 50,000 

12 分担金及び負担金 70,970 

金　　額
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（単位　千円）

款 項

 1 分担金 12,806 

 2 負担金 58,164 

13 使用料及び手数料 2,641,539 

 1 使用料 2,279,711 

 2 手数料 361,828 

14 国庫支出金 34,036,224 

 1 国庫負担金 23,431,345 

 2 国庫補助金 10,503,197 

 3 委託金 101,682 

15 県支出金 15,467,923 

 1 県負担金 8,929,316 

 2 県補助金 5,762,018 

 3 委託金 776,589 

16 財産収入 1,064,490 

 1 財産運用収入 695,307 

 2 財産売払収入 369,183 

17 寄附金 352,881 

 1 寄附金 352,881 

18 繰入金 2,575,777 

 1 特別会計繰入金 334,151 

 2 基金繰入金 2,241,626 

19 諸収入 4,071,736 

 1 延滞金、加算金及び過料 100,001 

 2 市預金利子 27,025 

 3 貸付金元利収入 1,250,875 

 4 受託事業収入 57,913 

 5 収益事業収入 220,000 

 6 雑入 2,415,922 

20 市債 20,150,400 

 1 市債 20,150,400 

199,776,107 

金　　額

歳 入 合 計

- 4 -



歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 議会費 791,617 

 1 議会費 791,617 

 2 総務費 28,623,037 

 1 総務管理費 13,436,048 

 2 企画費 12,312,823 

 3 徴税費 1,478,971 

 4 戸籍住民基本台帳費 843,970 

 5 選挙費 47,677 

 6 防災費 330,801 

 7 統計調査費 82,074 

 8 監査委員費 90,673 

 3 民生費 77,258,340 

 1 社会福祉費 34,050,251 

 2 児童福祉費 37,310,341 

 3 生活保護費 5,309,350 

 4 市民生活費 475,517 

 5 青少年女性費 112,880 

 6 災害救助費 1 

 4 衛生費 12,804,861 

 1 保健衛生費 6,134,634 

 2 環境衛生費 6,670,227 

 5 労働費 729,502 

 1 労働諸費 729,502 

 6 農林水産業費 5,309,805 

 1 農業費 1,929,708 

 2 農地費 2,361,542 

 3 林業費 709,992 

 4 水産業費 308,563 

 7 商工費 4,231,685 

 1 商工費 4,231,685 

 8 土木費 25,202,720 

 1 土木管理費 736,015 

 2 道路橋りょう費 6,632,650 

 3 河川水路費 799,606 

金　　額
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（単位　千円）

款 項

 4 港湾費 2,441 

 5 都市計画費 16,263,693 

 6 住宅費 768,315 

 9 消防費 5,823,177 

 1 消防費 5,823,177 

10 教育費 14,333,311 

 1 教育総務費 3,903,611 

 2 小学校費 4,218,255 

 3 中学校費 2,738,683 

 4 幼稚園費 319,649 

 5 社会教育費 3,153,113 

11 災害復旧費 2,173,023 

 1 農林水産施設災害復旧費 1,891,023 

 2 公共土木施設災害復旧費 282,000 

12 公債費 22,395,029 

 1 公債費 22,395,029 

13 予備費 100,000 

 1 予備費 100,000 

199,776,107 

金　　額

歳 出 合 計
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第 ２ 表 継 続 費

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

2 総務費
1 総務管

理費

旧 八 人 町 小 学

校 跡 地 活 用

事 業 費

（旧八人町小学校・幼稚園解体）

５３１，９６０

令和８年度 ４２５，５６８

令和９年度 １０６，３９２

公 民 館 建 設

事 業 費

（蜷川公民館解体）

１６０，６７０

令和８年度 １４４，６０３

令和９年度 １６，０６７

3 民生費
2 児童福

祉費

保 育 所 建 設

事 業 費

（(仮称)月岡認定こども園）

１，３４７，２５０

令和８年度 ５３８，９００

令和９年度 ８０８，３５０

4 衛生費
2 環境衛

生費

斎 場 管 理 費

（ 婦 負 斎 場 ）
８４６，４３７

令和８年度 ２，７８３

令和９年度 ８４３，６５４

7 商工費 1 商工費
観 光 施 設 費

（牛岳温泉グリーンパレス解体）
４００，０００

令和８年度 １６０，０００

令和９年度 ２４０，０００

10 教育費
5 社会教

育費

文 化 財 保 護

事 業 費

(旧森家住宅防災設備工事)

１２７，５６０

令和８年度 ７０，１５８

令和９年度 ５７，４０２

（単位 千円）
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第 ３ 表 債 務 負 担 行 為

（単位 千円）

事 項 期 間 限 度 額

標準準拠システム構築業務委託費 令和９年度 ７１６，４２４

ガラス美術館展覧会開催事業費 自令和８年度至令和９年度 ３０，０００

ガラス美術館広報活動事業費 自令和８年度至令和９年度 ５，０００

納税通知書等運搬業務委託費 自令和８年度至令和９年度 ６００

塵芥収集車購入費 自令和８年度至令和 10年度 ５５，０９５

し尿汲み取り手数料徴収システム構築

業務委託費
自令和８年度至令和９年度 １５，１６６

一般財団法人富山勤労総合福祉セン

ターの勤労総合福祉施設整備費元利償

還金補助金

自令和９年度至令和 11年度
２２，４８０

及び利子相当額

（仮称）とやまくすりミュージアム整

備・運営事業費
自令和８年度至令和 19年度

３，２００，０００

上記金額に物価変動による

増減額並びに消費税及び地

方消費税による増減額を加

算した額の範囲内

大久保小学校長寿命化対策事業（その

２）設計業務委託費
自令和８年度至令和９年度 １６，２００

小学校体育館空調整備事業費 自令和８年度至令和 11年度 ５，３３１，０００

中学校体育館空調整備事業費 自令和８年度至令和 11年度 ２，３４０，０００

富山市土地開発公社による公共用地等

先行取得事業費
自令和８年度至令和 18年度

４００，０００

及び利子相当額

富山市土地開発公社事業資金債務保証 自令和８年度至令和 18年度
４００，０００

及び利子相当額
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第　４　表　　地　方　債

（単位　千円）

総 務 管 理 費 3,033,700

企 画 費 5,684,100

社 会 福 祉 費 174,600

児 童 福 祉 費 1,507,400

保 健 衛 生 費 4,100

環 境 衛 生 費 1,375,200

農 業 費 36,000

農 地 費 459,300

林 業 費 86,300

水 産 業 費 85,500

商 工 費 202,500

道 路 橋 り ょ う 費 1,625,600

河 川 水 路 費 450,600

都 市 計 画 費 2,955,700

住 宅 費 92,200

消 防 費 790,300

教 育 総 務 費 42,200

小 学 校 費 214,800

起　債　の　目　的 限　度　額
起債の
方　法

利　　　率 償　還　の　方　法

普通貸借
又　　は
証券発行

　　　　　　　％
　　　　　5.0
　　　　　　 以内
（ただし、利率見直し方
式で借入れる資金につい
て、利率の見直しを行っ
た後においては、当該見
直し後の利率）

借入れ先の融通条件によ
る。ただし、市財政の都
合により据置期間及び償
還期限を短縮し、もしく
は繰上償還又は借換えす
ることができる。
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（単位　千円）

起　債　の　目　的 限　度　額
起債の
方　法

利　　　率 償　還　の　方　法

中 学 校 費 476,000

幼 稚 園 費 140,000

社 会 教 育 費 303,800

農 林 水 産 施 設
災 害 復 旧 費

285,900

公 共 土 木 施 設
災 害 復 旧 費

124,600
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公公 債債 管管 理理 特特 別別 会会 計計





議案第 ２ 号

令和８年度富山市公債管理特別会計予算

令和８年度富山市の公債管理特別会計の予算は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２５，８７１，９

２１千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表

歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の

規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 繰入金 22,387,138 

 1 一般会計繰入金 22,387,138 

 2 市債 3,484,783 

 1 市債 3,484,783 

25,871,921 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 公債費 25,871,921 

 1 公債費 25,871,921 

25,871,921 

金　　額

歳 出 合 計
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第　２　表　　地　方　債

（単位　千円）

起　債　の　目　的 限　度　額
起債の
方　法

利　　率 償　還　の　方　法

借 換 費 3,484,783
普通貸借
又　　は
証券発行

　　　％
　5.0
　　 以内

借入れ先の融通条件による。ただし、
市財政の都合により据置期間及び償還
期限を短縮し、もしくは繰上償還又は
借換えすることができる。
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駐駐 車車 場場 事事 業業 特特 別別 会会 計計





議案第 ３ 号

令和８年度富山市駐車場事業特別会計予算

令和８年度富山市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２７７，３９８千

円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表

歳入歳出予算」による。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

- 15 -



第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 使用料及び手数料 32,877 

 1 使用料 32,877 

 2 財産収入 4,017 

 1 財産運用収入 4,017 

3 諸収入 240,504 

1 雑入 240,504 

277,398 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 駐車場費 277,398 

 1 駐車場管理費 277,398 

277,398 

金　　額

歳 出 合 計
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母母子子父父子子寡寡婦婦福福祉祉資資金金貸貸付付事事業業特特別別会会計計





議案第 ４ 号

令和８年度富山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

令和８年度富山市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算

は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７１，１１０千円

と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表

歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の

規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 繰入金 6,380 

 1 一般会計繰入金 6,380 

 2 繰越金 29,191 

 1 繰越金 29,191 

 3 諸収入 27,109 

 1 貸付金元利収入 27,108 

 2 雑入 1 

 4 市債 8,430 

 1 市債 8,430 

71,110 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 71,110 

 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 71,110 

71,110 

金　　額

歳 出 合 計
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第　２　表　　地　方　債

（単位　千円）

起　債　の　目　的 限　度　額
起債の
方　法

利　　率 償　還　の　方　法

母 子 父 子 寡 婦 福 祉
資 金 貸 付 事 業 費

8,430 普通貸借 　無利子
母子及び父子並びに寡婦福祉法第37条
第2項、同法施行令第42条の規定によ
る。
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後後期期高高齢齢者者医医療療事事業業特特別別会会計計





議案第 ５ 号

令和８年度富山市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和８年度富山市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定

めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４，９６４，８

０１千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表

歳入歳出予算」による。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 後期高齢者医療保険料 7,024,558 

 1 後期高齢者医療保険料 7,024,558 

 2 繰入金 7,911,478 

 1 一般会計繰入金 7,911,478 

 3 諸収入 28,765 

 1 受託事業収入 8,593 

 2 償還金及び還付加算金 18,100 

 3 雑入 72 

 4 延滞金及び過料 2,000 

14,964,801 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 総務費 168,315 

 1 総務管理費 145,678 

 2 徴収費 22,637 

 2 後期高齢者医療広域連合納付金 14,777,095 

 1 後期高齢者医療広域連合納付金 14,777,095 

 3 諸支出金 18,391 

 1 償還金及び還付加算金 18,100 

 2 繰出金 291 

 4 予備費 1,000 

 1 予備費 1,000 

14,964,801 

金　　額

歳 出 合 計
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介介 護護 保保 険険 事事 業業 特特 別別 会会 計計





議案第 ６ 号

令和８年度富山市介護保険事業特別会計予算

令和８年度富山市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４７，３７０，２

７９千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表

歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項た

だし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することが

できる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 保険料 9,790,127 

 1 介護保険料 9,790,127 

 2 使用料及び手数料 2,280 

 1 総務手数料 2,280 

 3 国庫支出金 10,732,335 

 1 国庫負担金 8,217,491 

 2 国庫補助金 2,514,844 

 4 支払基金交付金 12,486,974 

 1 支払基金交付金 12,486,974 

 5 県支出金 6,563,436 

 1 県負担金 6,387,187 

 2 県補助金 176,249 

 6 財産収入 54,201 

 1 財産運用収入 54,201 

 7 繰入金 7,722,546 

 1 一般会計繰入金 7,008,644 

 2 基金繰入金 713,902 

 8 諸収入 18,380 

 1 延滞金、加算金及び過料 2 

 2 第三者納付金 15,000 

 3 返納金 1 

 4 雑入 3,377 

47,370,279 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 総務費 829,617 

 1 総務管理費 378,276 

 2 徴収費 47,299 

 3 介護認定審査会費 399,616 

 4 趣旨普及費 4,426 

 2 保険給付費 44,952,479 

 1 介護サービス等諸費 42,065,981 

 2 介護予防サービス等諸費 958,264 

 3 その他諸費 50,701 

 4 高額介護サービス等費 1,076,094 

 5 高額医療合算介護サービス費 153,907 

 6 特定入所者介護サービス等費 647,532 

 3 地域支援事業費 1,356,775 

 1 介護予防・生活支援サービス事業費 1,188,783 

 2 一般介護予防事業費 63,543 

 3 包括的支援事業・任意事業費 104,449 

 4 基金積立金 54,205 

 1 基金積立金 54,205 

 5 諸支出金 177,203 

 1 償還金及び還付加算金 20,150 

 2 繰出金 157,053 

47,370,279 

金　　額

歳 出 合 計
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国国 民民 健健 康康 保保 険険 事事 業業 特特 別別 会会 計計





議案第 ７ 号

令和８年度富山市国民健康保険事業特別会計予算

令和８年度富山市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定め

るところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３１，６９５，３

７１千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表

歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２

項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１ , ０００，００

０千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算

の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 国民健康保険料 5,757,321 

 1 国民健康保険料 5,757,321 

 2 国庫支出金 2 

 1 国庫補助金 2 

 3 県支出金 22,752,560 

 1 県負担金・補助金 22,752,560 

 4 財産収入 35,543 

 1 財産運用収入 35,543 

 5 繰入金 3,124,645 

 1 一般会計繰入金 1,955,658 

 2 基金繰入金 1,168,987 

 6 繰越金 1 

 1 繰越金 1 

 7 諸収入 25,299 

 1 延滞金、加算金及び過料 3,003 

 2 雑入 22,296 

31,695,371 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 総務費 438,017 

 1 総務管理費 360,680 

 2 運営協議会費 280 

 3 趣旨普及費 2,744 

 4 特別対策事業費 74,313 

 2 保険給付費 22,271,245 

 1 療養諸費 19,153,251 

 2 高額療養費 3,050,081 

 3 移送費 200 

 4 出産育児諸費 54,523 

 5 葬祭諸費 12,990 

 6 傷病手当金 200 

 3 国民健康保険事業費納付金 8,622,215 

 1 医療給付費分 5,814,809 

 2 後期高齢者支援金等分 1,926,587 

 3 介護納付金分 680,937 

 4 子ども・子育て支援納付金分 199,882 

 4 保健事業費 284,740 

 1 特定健康診査等事業費 202,966 

 2 保健事業費 81,774 

 5 基金積立金 35,543 

 1 基金積立金 35,543 

 6 公債費 2,000 

 1 公債費 2,000 

 7 諸支出金 40,611 

 1 償還金及び還付加算金 40,611 

 8 予備費 1,000 

 1 予備費 1,000 

31,695,371 

金　　額

歳 出 合 計
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企企 業業 団団 地地 造造 成成 事事 業業 特特 別別 会会 計計





議案第 ８ 号

令和８年度富山市企業団地造成事業特別会計予算

令和８年度富山市の企業団地造成事業特別会計の予算は、次に定め

るところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２５，０２３千

円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表

歳入歳出予算」による。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 財産収入 32,512 

 1 財産運用収入 32,512 

 2 繰入金 92,511 

 1 一般会計繰入金 92,511 

125,023 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 企業団地造成事業費 32,662 

 1 企業団地造成事業費 32,662 

 2 公債費 92,361 

 1 公債費 92,361 

125,023 

金　　額

歳 出 合 計
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山山田田地地域域レレククリリエエーーシショョンン・・観観光光施施設設事事業業特特別別会会計計





議案第 ９ 号

令和８年度富山市山田地域レクリエーション・観光施設事業特

別会計予算

令和８年度富山市の山田地域レクリエーション・観光施設事業特別

会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２３，２７２千

円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表

歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定に

より債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第２

表 債務負担行為」による。

（ 地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができ

る地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

は、「第３表 地方債」による。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 使用料及び手数料 5,622 

 1 使用料 5,622 

 2 繰入金 80,141 

 1 一般会計繰入金 80,141 

3 諸収入 9 

 1 雑入 9 

4 市債 37,500 

 1 市債 37,500 

123,272 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1
山田地域レクリエーション・観光施設事
業費

123,272 

 1
山田地域レクリエーション・観光施設事
業費

123,272 

123,272 

金　　額

歳 出 合 計
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第 ２ 表 債 務 負 担 行 為

（単位 千円）

事 項 期 間 限 度 額

富山市牛岳温泉健康センター管理運営

費
自令和 10 年度至令和 19 年度 ４４６，０００

- 42 -



第　３　表　　地　方　債

（単位　千円）

起　債　の　目　的 限　度　額
起債の
方　法

利　　率 償　還　の　方　法

山 田 地 域
レクリエーション・
観 光 施 設 事 業 費

37,500
普通貸借
又　　は
証券発行

　　　％
　5.0
　　 以内

借入れ先の融通条件による。ただし、
市財政の都合により据置期間及び償還
期限を短縮し、もしくは繰上償還又は
借換えすることができる。
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牛牛岳岳温温泉泉ススキキーー場場事事業業特特別別会会計計





議案第 １ ０ 号

令和８年度富山市牛岳温泉スキー場事業特別会計予算

令和８年度富山市の牛岳温泉スキー場事業特別会計の予算は、次に

定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０２，７６１千

円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表

歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の

規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の

借入れの最高額は、２００，０００千円と定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 事業収入 100,150 

 1 事業収入 100,150 

 2 財産収入 337 

 1 財産運用収入 337 

 3 繰入金 58,239 

 1 一般会計繰入金 58,239 

 4 繰越金 1 

 1 繰越金 1 

 5 諸収入 334 

 1 雑入 334 

 6 市債 43,700 

 1 市債 43,700 

202,761 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 スキー場事業費 172,592 

 1 スキー場事業費 172,592 

 2 公債費 30,169 

 1 公債費 30,169 

202,761 

金　　額

歳 出 合 計

- 47 -



第　２　表　　地　方　債

（単位　千円）

起　債　の　目　的 限　度　額
起債の
方　法

利　　率 償　還　の　方　法

ス キ ー 場 事 業 費 43,700
普通貸借
又　　は
証券発行

　　　％
　5.0
　　 以内

借入れ先の融通条件による。ただし、
市財政の都合により据置期間及び償還
期限を短縮し、もしくは繰上償還又は
借換えすることができる。
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競競 輪輪 事事 業業 特特 別別 会会 計計





議案第 １ １ 号

令和８年度富山市競輪事業特別会計予算

令和８年度富山市の競輪事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３２，０９６，７

２２千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表

歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定に

より債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第２

表 債務負担行為」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の

借入れの最高額は、６，０００，０００千円と定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 競輪事業収入 31,976,047 

 1 競輪事業収入 31,976,047 

 2 財産収入 48,635 

 1 財産運用収入 48,635 

 3 繰入金 20,000 

 1 基金繰入金 20,000 

 4 繰越金 1,000 

 1 繰越金 1,000 

 5 諸収入 51,040 

 1 雑入 51,040 

32,096,722 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 競輪費 32,096,722 

 1 競輪費 32,096,722 

32,096,722 

金　　額

歳 出 合 計
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第 ２ 表 債 務 負 担 行 為

（単位 千円）

事 項 期 間 限 度 額

富山競輪包括業務委託費 自令和９年度至令和 15 年度 ３，９８５，３９０
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公公設設地地方方卸卸売売市市場場事事業業特特別別会会計計





議案第 １ ２ 号

令和８年度富山市公設地方卸売市場事業特別会計予算

令和８年度富山市の公設地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に

定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７８２，０４６千

円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表

歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の

規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の

借入れの最高額は、２００，０００千円と定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 使用料及び手数料 159,007 

 1 使用料 159,007 

 2 財産収入 117,106 

 1 財産運用収入 117,106 

 3 繰入金 448,549 

 1 一般会計繰入金 448,549 

 4 諸収入 55,584 

 1 雑入 55,584 

 5 市債 1,800 

 1 市債 1,800 

782,046 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 公設地方卸売市場費 697,766 

 1 総務管理費 191,203 

 2 建設事業費 506,563 

 2 公債費 84,280 

 1 公債費 84,280 

782,046 

金　　額

歳 出 合 計
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第　２　表　　地　方　債

（単位　千円）

起　債　の　目　的 限　度　額
起債の
方　法

利　　率 償　還　の　方　法

公 設 地 方 卸 売
市 場 事 業 費

1,800
普通貸借
又　　は
証券発行

　　　％
　5.0
　　 以内

借入れ先の融通条件による。ただし、
市財政の都合により据置期間及び償還
期限を短縮し、もしくは繰上償還又は
借換えすることができる。
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軌軌 道道 整整 備備 事事 業業 特特 別別 会会 計計





議案第 １ ３ 号

令和８年度富山市軌道整備事業特別会計予算

令和８年度富山市の軌道整備事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２８，５４５千円

と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表

歳入歳出予算」による。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 使用料及び手数料 23,315 

 1 使用料 23,315 

 2 財産収入 52 

 1 財産運用収入 52 

 3 寄附金 3,000 

 1 寄附金 3,000 

 4 諸収入 124 

 1 雑入 124 

 5 繰越金 2,054 

 1 繰越金 2,054 

28,545 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 軌道整備事業費 28,545 

 1 軌道整備事業費 28,545 

28,545 

金　　額

歳 出 合 計
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賃賃貸貸住住宅宅・・店店舗舗事事業業特特別別会会計計





議案第 １ ４ 号

令和８年度富山市賃貸住宅・店舗事業特別会計予算

令和８年度富山市の賃貸住宅・店舗事業特別会計の予算は、次に定

めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９４，２２３千円

と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表

歳入歳出予算」による。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 使用料及び手数料 84,909 

 1 使用料 84,909 

2 財産収入 749 

 1 財産運用収入 749 

3 諸収入 8,565 

 1 雑入 8,565 

94,223 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 賃貸住宅・店舗事業費 59,809 

 1 総務費 59,809 

 2 公債費 34,414 

 1 公債費 34,414 

94,223 

金　　額

歳 出 合 計
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水水 道道 事事 業業 会会 計計





議案第 １ ５ 号

令和８年度富山市水道事業会計予算

（総 則）

第１条 令和８年度富山市水道事業会計の予算は、次に定めるところ

による。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）給 水 栓 数 １９９，０６８栓

（２）年 間 総 給 水 量 ４２，６７２，０００ｍ ３

（３）１ 日 平 均 給 水 量 １１６，９１０ｍ ３

（４）主要な建設改良事業

配 水 施 設 費 ４，８１１，１４５千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 水 道 事 業 収 益 ９，１８９，０７４千円

第１項 営 業 収 益 ８，０９９，８７１千円

第２項 営 業 外 収 益 １，０８２，８７３千円

第３項 特 別 利 益 ６，３３０千円

支 出

第１款 水 道 事 業 費 ７，９８３，５１８千円

第１項 営 業 費 用 ７，１９４，２６６千円

第２項 営 業 外 費 用 ７７７，４８２千円

第３項 特 別 損 失 １１，２７０千円

第４項 予 備 費 ５００千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本

的収入額が資本的支出額に対し不足する額３，９５５，０４９千円

は、過年度分損益勘定留保資金１，４６８，０３０千円、当年度分

損益勘定留保資金２，０９４，２４０千円及び当年度分消費税及び

- 63 -



地方消費税資本的収支調整額３９２，７７９千円で補填するものと

する 。）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 ３，９７７，０５１千円

第１項 企 業 債 ２，９５０，０００千円

第２項 他 会 計 出 資 金 ６７，４５８千円

第３項 他 会 計 負 担 金 １４，３２０千円

第４項 固 定 資 産 売 却 代 金 ９８４千円

第５項 国 庫 補 助 金 ６７９，７１２千円

第６項 工 事 負 担 金 ２６４，５７７千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ７，９３２，１００千円

第１項 建 設 改 良 費 ５，５７５，０５０千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ２，３５７，０５０千円

（継続費）

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

（債務負担行為）

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

次のとおりと定める。

（企業債）

第７条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

次のとおりと定める。

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

１

資

本

的

支

出

１

建

設

改

良

費

施 設 更 新

事 業
656,500千円

令和８年度 298,550千円

令和９年度 357,950千円

事 項 期 間 限 度 額

井 栗 谷 加 圧 場 ワ ン ル ー プ

コ ン ト ロ ー ラ 取 替 工 事

事 業 費

自令和８年度

至令和９年度
5,500千円
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（一時借入金）

第８条 一時借入金の限度額は、２，４００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第９条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。

（１）第１款水道事業費のうち、第１項営業費用、第２項営業外費用、

第３項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における項間

の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第１０条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外

の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流

用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１）職 員 給 与 費 ９１３，８２３千円

（２）交 際 費 １００千円

（たな卸資産購入限度額）

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、５１，８４５千円と定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

起債の目的 限 度 額
起債の

方 法
利 率 償 還 の 方 法

水道事業建

設改良事業

費

2,950,000千円
普通貸

借又は

証券発

行

5.0 ％以内

（ただし、利

率見直し方式

で借入れる資

金について ､

利率の見直し

を行った後に

おいては、当

該見直し後の

利率）

借入先の融通

条件による。

ただし、市財

政の都合によ

り据置期間及

び償還期限を

短縮し、もし

くは繰上償還

又は借換えす

ることができ

る。
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工工 業業 用用 水水 道道 事事 業業 会会 計計





議案 第 １ ６ 号

令和８年度富山市工業用水道事業会計予算

（総 則）

第１条 令和８年度富山市工業用水道事業会計の予算は、次に定める

ところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）給 水 事 業 所 数 １９事業所

（２）年 間 総 給 水 量 ３１，９３７，５００ｍ ３

（３）１ 日 平 均 給 水 量 ８７，５００ｍ ３

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 工業用水道事業収益 ４８６，１５５千円

第１項 営 業 収 益 ４５６，７０６千円

第２項 営 業 外 収 益 ２９，４４９千円

支 出

第１款 工 業 用 水 道 事 業 費 ３６３，４１１千円

第１項 営 業 費 用 ３３４，７００千円

第２項 営 業 外 費 用 ２７，６７３千円

第３項 特 別 損 失 ９３８千円

第４項 予 備 費 １００千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本

的収入額が資本的支出額に対し不足する額９４，５４０千円は、過

年度分損益勘定留保資金８７，８７１千円及び当年度分消費税及び

地方消費税資本的収支調整額６，６６９千円で補填するものとする。

）。
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収 入

第１款 資 本 的 収 入 ８千円

第１項 固 定 資 産 売 却 代 金 ８千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ９４，５４８千円

第１項 建 設 改 良 費 ７３，３７８千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ２１，１７０千円

（一時借入金）

第５条 一時借入金の限度額は、３０，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。

（１）第１款工業用水道事業費のうち、第１項営業費用、第２項営業

外費用、第３項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合にお

ける項間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の

経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用

する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１）職 員 給 与 費 ３５，５７３千円

（たな卸資産購入限度額）

第８条 たな卸資産の購入限度額は、１１０千円と定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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公公 共共 下下 水水 道道 事事 業業 会会 計計





議案第 １ ７ 号

令和８年度富山市公共下水道事業会計予算

（総 則）

第１条 令和８年度富山市公共下水道事業会計の予算は、次に定める

ところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）水 洗 化 戸 数 １２９，１８４戸

（２）年 間 総 処 理 水 量 ５６，４５５，０４２ｍ ３

（３ ） １日平均処理水量 １５４，６７１ｍ ３

（４）主要な建設改良事業

公 共 下 水 道 築 造 費 ４，６８４，７５０千円

流 域 関 連 公 共 下 水 道 築 造 費 ６０７，０００千円

特定環境保全公共下水道築造費 ２６７，２００千円

流域関連特定環境保全公共下水道築造費 １７８，０００千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 下 水 道 事 業 収 益 １６，６６３，６３０千円

第１項 営 業 収 益 １２，６３１，５６５千円

第２項 営 業 外 収 益 ４，０３２，０６５千円

支 出

第１款 下 水 道 事 業 費 １５，１２６，２２８千円

第１項 営 業 費 用 １３，７６３，５７５千円

第２項 営 業 外 費 用 １，３４５，６５３千円

第３項 特 別 損 失 １６，０００千円

第４項 予 備 費 １，０００千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本

的収入額が資本的支出額に対し不足する額６，１９２，０９０千円
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は、過年度分損益勘定留保資金２，２３０，４２８千円、当年度分

損益勘定留保資金３，６４６，１８４千円及び当年度分消費税及び

地方消費税資本的収支調整額３１５，４７８千円で補填するものと

する 。）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 ８，０６１，９９９千円

第１項 企 業 債 ３，６９８，９３２千円

第２項 国 庫 補 助 金 ２，５０７，１３７千円

第３項 他 会 計 出 資 金 １，７３８，０４８千円

第４項 負 担 金 及 び 分 担 金 １１４，３６８千円

第５項 貸 付 金 返 還 金 ３，５１４千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 １４，２５４，０８９千円

第１項 建 設 改 良 費 ６，５４０，２８６千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ７，７０８，８０３千円

第３項 投 資 ５，０００千円

（継続費）

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

01

資

本

的

支

出

01

建

設

改

良

費

浜黒崎浄化

セ ン タ ー

沈砂池ポン

プ棟外設備

更 新 事 業

2,734,000千円

令和８年度 096,000千円

令和９年度 760,000千円

令和10年度 01,878,000 千円
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（ 企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

次のとおりと定める。

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、７，８００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。

（１）第１款下水道事業費のうち、第１項営業費用、第２項営業外費

用、第３項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

01

資

本

的

支

出

01

建

設

改

良

費

浜黒崎浄化

セ ン タ ー

消化タンク

更 新 事 業

3,412,000千円

令和８年度 085,000千円

令和９年度 736,000千円

令和10年度 02,591,000 千円

大 山 下 水

処理場監視

制 御 設 備

更 新 事 業

00639,000千円

令和８年度 374,000千円

令和９年度 265,000千円

起債の目的 限 度 額
起債の

方 法
利 率 償 還 の 方 法

公共下水道

整備事業費
3,227,500千円

普通貸

借又は

証券発

行

5.0 ％以内

（ただし、利

率見直し方式

で借入れる資

金について、

利率の見直し

を行った後に

おいては、当

該見直し後の

利率）

借入先の融通

条件による。

ただし、市財

政の都合によ

り据置期間及

び償還期限を

短縮し、もし

くは繰上償還

又は借換えす

ることができ

る。

借 換 費 471,432千円
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項間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の

経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用

する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１）職 員 給 与 費 ６９２，６９１千円

（他会計からの補助金）

第１０条 下水道事業費の一部に充当するため、一般会計からこの会

計へ補助を受ける金額は、３３，８４９千円である。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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病病 院院 事事 業業 会会 計計





議案第 １ ８ 号

令和８年度富山市病院事業会計予算

（総 則）

第１条 令和８年度富山市病院事業会計の予算は、次に定めるところ

による。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）病 床 数

一 般 精 神 感染症 計

５０２床 ５０床 ６床 ５５８床

（２）年 間 患 者 数

入 院 １４９，６５０人 外 来 ２３１，１１０人

（３）一 日 平 均 患 者 数

入 院 ４１０人 外 来 ９５９人

（４）主要な建設改良事業

施設工事費、資産購入費及びリース資産購入費

１，３７１，３１６千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、

営業運転資金にあてるため、企業債（経営改善推進事業）８００，

０００千円を借り入れる。

収 入

第１款 病院事業収益 １４，８４５，１１６千円

第１項 医 業 収 益 １３，３９７，１０２千円

第２項 医 業 外 収 益 １，４４８，００４千円

第３項 特 別 利 益 １０千円

支 出

第１款 病院事業費 １５，７６８，２６８千円

第１項 医 業 費 用 １５，４１３，９８１千円

第２項 医 業 外 費 用 ３５３，９８７千円
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第３項 予 備 費 ３００千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本

的収入額が資本的支出額に対し不足する額７６８，５１１千円は、

過年度分損益勘定留保資金６３４，５２８千円、当年度分消費税及

び地方消費税資本的収支調整額１２１，６５９千円並びに引継未収

金１２，３２４千円で補填するものとする。）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 １，４３８，７７２千円

第１項 企 業 債 １，３０７，９００千円

第２項 出 資 金 １３０，８６２千円

第３項 寄 附 金 １０千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ２，２０７，２８３千円

第１項 建 設 改 良 費 １，３７１，３１６千円

第２項 企業債償還金 ８３５，９６７千円

（特例的収入及び支出）

第４条の２ 地方公営企業法施行令第４条第４項の規定により、当該

事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の

金額は、それぞれ１４，７５１千円及び２，４２７千円である。

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

次のとおりと定める。

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

まちなか病院給食業務

委託費

自令和８年度

至令和11年度
148,989千円
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（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、３，０００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。

（１）第１款病院事業費のうち、第１項医業費用、第２項医業外費用

に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の

経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用

する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１）職員給与費 ８，４６２，５３３千円

（２）交 際 費 ３２０千円

（他会計からの補助金）

第１０条 病院事業費の一部に充当するため、一般会計からこの会計

へ補助を受ける金額は、５１７，３８４千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、１，６２８，４２０千円と定

める。

（重要な資産の取得）

第１２条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

起債の目的 限 度 額
起債の

方 法
利 率 償還の方法

病 院 事 業 建

設 改 良 事 業

費

1,307,900千円

普 通 貸

借 又 は

証 券 発

行

5.0 ％以内

（ただし、利

率見直し方式

で借入れる資

金について、

利率の見直し

を行った後に

おいては、当

該見直し後の

利率）

借入先の融通

条件による。

ただし、市財

政の都合によ

り据置期間及

び償還期限を

短縮し、もし

くは繰上償還

又は借換えす

ることができ

る。

病 院 事 業 経

営 改 善 推 進

事業費

800,000千円
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種 類 名 称 数 量

取得する資産 医 療 器 械 デジタルガンマカメラ １台

医 療 器 械 ホルミニウムレーザー装置 １台

備 品 電子カルテシステム １式

備 品 内視鏡部門システム １式

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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農農 業業 集集 落落 排排 水水 事事 業業 会会 計計





議案第 １ ９ 号

令和８年度富山市農業集落排水事業会計予算

（総 則）

第１条 令和８年度富山市農業集落排水事業会計の予算は、次に定め

るところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）水 洗 化 戸 数 ６，０８１戸

（２）年 間 総 処 理 水 量 １，４９７，６８２ｍ ３

（３）１日平均処理水量 ４，１０３ｍ ３

（４）主要な建設改良事業

管 路 建 設 改 良 費 ６５，０００千円

処理場建設改良費 ２０，１００千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 農業集落排水事業収益 １，４４２，５４１千円

第１項 営 業 収 益 ３５４，２９０千円

第２項 営 業 外 収 益 １，０８８，２５１千円

支 出

第１款 農業集落排水事業費用 １，３０１，５３３千円

第１項 営 業 費 用 １，２３８，８２３千円

第２項 営 業 外 費 用 ６１，４１８千円

第３項 特 別 損 失 ７９２千円

第４項 予 備 費 ５００千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本

的収入額が資本的支出額に対し不足する額５３５，７９９千円は、

過年度分損益勘定留保資金４５，０７１千円、当年度分損益勘定留

保資金４８５，９７４千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本
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的収支調整額４，７５４千円で補填するものとする 。）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 １６９，５３１千円

第１項 企 業 債 ４９，９００千円

第２項 他 会 計 出 資 金 ８６，６３２千円

第３項 負 担 金 及 び 分 担 金 ３２，８００千円

第４項 長 期 貸 付 金 償 還 金 １９９千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ７０５，３３０千円

第１項 建 設 改 良 費 ８５，１００千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ６１９，２３０千円

第３項 投 資 １，０００千円

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

次のとおりと定める。

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。

（１）第１款農業集落排水事業費用のうち、第１項営業費用、第２項

起債の目的 限 度 額
起債の

方 法
利 率 償 還 の 方 法

農業集落排

水事業費
49,900千円

普通貸

借又は

証券発

行

5.0 ％以内

（ただし、利

率見直し方式

で借入れる資

金について、

利率の見直し

を行った後に

おいては、当

該見直し後の

利率）

借入先の融通

条件による。

ただし、市財

政の都合によ

り据置期間及

び償還期限を

短縮し、もし

くは繰上償還

又は借換えす

ることができ

る。
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営業外費用、第３項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合に

おける項間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の

経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用

する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１）職 員 給 与 費 ４０，８１３千円

（他会計からの補助金）

第９条 農業集落排水事業費用の一部に充当するため、一般会計から

この会計へ補助を受ける金額は、１４７，５７５千円である。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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議案第 ２ ０ 号

富山市事務分掌条例の一部を改正する条例制定の件

富山市事務分掌条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市事務分掌条例の一部を改正する条例

富山市事務分掌条例（平成１７年富山市条例第１３号）の一部を次

のように改正する。

２財務部の項第５号を削り、１０活力都市創造部の項に次の１号を

加える。

(6) 住宅及び空き家対策に関する事項

１１建設部の項第３号中「住宅及び」を削る。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ２ １ 号

富山市行政手続条例の一部を改正する条例制定の件

富山市行政手続条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市行政手続条例の一部を改正する条例

富山市行政手続条例（平成１７年富山市条例第３３号）の一部を次

のように改正する。

第２条第１項第４号、第４条、第１３条及び第１４条中「名あて人

」を「名宛人」に改める。

第１５条第１項中「名あて人」を「名宛人」に改め、同条第３項中

「名あて人」を「名宛人」に、「その者の氏名、同項第３号及び第４

号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した

書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に

掲示すること」を「公示の方法」に改め、同項後段を削り、同条に次

の１項を加える。

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき

者の氏名、第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁

が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付す

る旨（以下この項において「公示事項」という 。） を規則で定める

方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとと

もに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に

掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面

に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとるこ

とによって行うものとする。この場合においては、当該措置を開始

した日から２週間を経過したときに、当該通知がその者に到達した

ものとみなす。

第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改め
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る。

第２２条第３項中「第１５条第３項」及び「同条第３項」の次に「

及び第４項」を加え、「名あて人」を「名宛人」に改め、「参加人」

と 、」 の次に「同項中」を加え、「掲示を始めた日から２週間を経過

した」を削り、「、掲示を始めた」を「、当該措置を開始した」に改

める。

第２８条中「名あて人」を「名宛人」に改める。

第２９条中「第１５条第３項及び」の次に「第４項並びに」を加え、

「「 同項第３号」を「同条第４項中「第１項第３号」に、「同条第３

号」を「第２８条第３号」に、「同条第３項後段」を「同条第４項後

段」に、「第１５条第３項後段」を「第１５条第４項後段」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年５月２１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の富山市行政手続条例第１５条第３項及び第４項（これら

の規定を同条例又は他の条例において準用する場合を含む 。） の規

定は、この条例の施行の日以後にする通知について適用し、同日前

にした通知については、なお従前の例による。
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議案第 ２ ２ 号

富山市旅費支給条例及び富山市証人等の実費弁償に関する条例

の一部を改正する条例制定の件

富山市旅費支給条例及び富山市証人等の実費弁償に関する条例の一

部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市旅費支給条例及び富山市証人等の実費弁償に関する条例

の一部を改正する条例

（富山市旅費支給条例の一部改正）

第１条 富山市旅費支給条例（平成１７年富山市条例第６５号）の一

部を次のように改正する。

第２条第１項第２号中「勤務場所」を「勤務公署（任命権者又は

その委任を受けた者（以下「旅行命令権者」という 。） が認める場

合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次号に

おいて同じ 。）」 に改め、同項第３号中「から勤務場所」を「から

勤務公署」に、「旧勤務場所から新勤務場所」を「旧勤務公署から

新勤務公署」に改め、同項第５号を同項第６号とし、同項第４号中

「扶養親族」を「家族」に、「届出をしない」を「婚姻の届出をし

ていない」に、「主として職員の収入によって生計を維持している

」を「職員と生計を一にする」に改め、同号を同項第５号とし、同

項第３号の次に次の１号を加える。

(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員

又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

第２条第１項に次の１号を加え、同条第２項を削る。

(7) 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第２

３９号）第６条の４第１項に規定する旅行業者をいう 。） その

他の規則で定める者（以下この号において「旅行業者等」とい
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う 。） であって、市と旅行役務提供契約（旅行業者等が市に対

して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供

することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行

に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。

以下同じ 。） を締結したものをいう。

第３条第１項各号列記以外の部分中「職員」の次に「又はその遺

族」を加え、同項第２号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の

１号を加える。

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職（罷免を含

む 。）、 失職又は休職（以下「退職等」という 。） となった場

合（当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く 。） には、

当該職員

第３条第１項に次の１号を加える。

(4) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の

日の翌日から３月以内にその居住地を出発して帰住したときは、

当該遺族

第３条第３項中「前２項」を「前３項」に改め、同項を同条第４

項とし、同条第２項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項

を加える。

２ 職員が前項第２号の規定に該当する場合において、地方公務員

法第１６条各号若しくは第２９条第１項各号に掲げる事由又はこ

れらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にか

かわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

第３条に次の３項を加える。

５ 第１項及び前２項の規定により旅費の支給を受けることができ

る者が、次条第３項の規定により旅行命令等の変更（取消しを含

む。以下同じ 。） を受け、又は死亡した場合その他規則で定める

場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失

となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費とし

て支給することができる。
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６ 第１項、第３項及び第４項の規定により旅費の支給を受けるこ

とができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算

払を受けた旅費額（概算払を受けなかった場合には、概算払を受

けることができた旅費額に相当する金額）の全部又は一部を喪失

した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額

を旅費として支給することができる。

７ 第１項及び第３項から第５項までに規定する場合において、市

が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額が

あるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代え

て、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するもの

として支払うことができる。

第４条第１項中「任命権者又はその委任を受けた者（以下「旅行

命令権者」という 。）」 を「旅行命令権者」に、「行わなければ」

を「行われなければ」に改め、同項第２号中「前条第２項」を「前

条第３項」に改め、同条に次の３項を加える。

３ 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があ

ると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次

条第１項若しくは第２項の規定による旅行者の申請に基づき、そ

の変更をすることができる。

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、

旅行命令簿又は旅行依頼簿（以下この条において「旅行命令簿等

」という 。） に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項

を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令

簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、こ

の限りでない。

５ 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしな

かった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定め

る事項の記載又は記録をしなければならない。

第２２条を第２６条とし、第２１条を第２５条とする。

第２０条第１項中「当該旅行における」を「市以外の者から旅費
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の支給を受ける場合その他旅行における」に、「当該旅行の」を「

旅行の」に、「、不当」を「不当」に改め、同条を第２２条とし、

同条の次に次の２条を加える。

（旅費の支給額の上限）

第２３条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（自家用自動

車を利用する移動に係るものを除く 。） （家族移転費のうちこれ

らに相当する部分を含む 。） に係る旅費の支給額は、第７条第１

項各号、第８条第１項各号、第９条第１項各号及び第１０条第１

項各号（第４号を除く 。） に掲げる各費用について、当該各条及

び第１６条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、

当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

２ 宿泊費、包括宿泊費、転居費及び家族移転費（自家用自動車移

動に係るもの及び宿泊手当に相当する部分を除く 。） に係る旅費

の支給額は、当該各種目について第１１条、第１２条、第１４条、

第１５条第１項及び第１６条の規定により計算した額と現に支払

った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した

額とする。

（旅費の返納）

第２４条 支出命令者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又

はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に

相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を

返納させなければならない。

２ 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して

旅費の支給を受けた場合には、支出命令者は、前項に規定する返

納に代えて、当該支出命令者がその後においてその者に対し支出

し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額

を差し引くことができる。

３ 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

第１９条中「の外国旅費」を削り、同条を第２１条とする。

第１８条第１項中「第３条第１項第２号」を「第３条第１項第３
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号又は第４号」に、「次の各号に規定する旅費」を「出張又は赴任

の例に準じて規則で定めるもの」に改め、同項各号及び同条第２項

を削り、同条を第１９条とし、同条の次に次の１条を加える。

（旅行依頼等の旅費）

第２０条 第３条第３項又は第４項の規定により支給する旅費は、

他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、旅行命令権者が市

長と協議して定める旅費とする。

第７条から第１７条までを削る。

第６条の前の見出しを削り、同条中「旅費は」の次に「、第６条

に規定する種目及び第７条から前条までに規定する内容に基づき」

を加え、「の旅費により」を「によって」に、「これにより難い」

を「最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い」に改め、

同条を第１６条とし、同条の前に見出しとして 「（ 旅費の計算）」

を付し、同条の次に次の２条を加える。

（旅費の請求手続）

第１７条 旅費（概算払に係る旅費を含む 。） の支給を受けようと

する旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精

算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けよ

うとする旅行役務提供者は、所定の請求書（当該請求書に記載す

べき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録

であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

第５項において同じ 。） を含む。以下この条において同じ 。） に

必要な資料を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支出又は支

払をする者（以下「支出命令者」という 。） に提出しなければな

らない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出し

なかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のう

ちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する

金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受ける

ことができない。
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２ 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了し

た後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の

精算をしなければならない。

３ 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場

合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならな

い。

４ 支出命令者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の

支給を受けた旅行者が第２項に規定する期間内に旅費の精算をし

なかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかっ

た場合には、当該支出命令者がその後においてその者に対し支出

し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又

は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

５ 第１項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、

電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法をいう。次項において同じ 。） をもって提

出することができる。

６ 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行

われたときは、支出命令者の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出した

ものとみなす。

７ 第１項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は

記録事項、第２項及び第３項に規定する期間並びに第４項に規定

する給与の種類その他の必要な事項は、規則で定める。

（退職者等の旅費）

第１８条 第３条第１項第２号の規定により支給する旅費は、退職

等の日の翌日から３月以内における当該退職等に伴う旅行につい

て、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

２ 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転すると

きは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する

費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。
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３ 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、

第 1 項に規定する期間を延長することができる。

第５条の見出し中「種類」を「種目」に改め、同条第１項中「種

類」を「種目」に、「車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料及び扶

養親族移転料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手

当、転居費及び家族移転費」に改め、同条第２項から第１０項まで

を削り、同条を第６条とし、同条の次に次の９条を加える。

（鉄道賃）

第７条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）

第２条第１項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法（

大正１０年法律第７６号 ) 第１条第１項に規定する軌道その他規

則で定めるものをいう。次項及び第１０条において同じ 。） を利

用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２

号から第６号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて

別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。

）の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金（市長、副市長、上下水道事業管理者、病院事

業管理者及び政策監（以下「市長等」という 。） に限る 。）

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分され

た鉄道により移動する場合には、最下級（市長等が移動する場合

には、最上級）の運賃の額とする。

（船賃）

第８条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）

第２条第２項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規

則で定めるものをいう。以下同じ 。） を利用する移動に要する費
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用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第５号までに掲

げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであっ

て、公務のため特に必要とするものに限る 。） の額の合計額とす

る。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金（市長等に限る 。）

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分され

た船舶により移動するときは、最下級（市長等が移動する場合に

は、最上級）の運賃の額とする。

（航空賃）

第９条 航空賃は、航空機（航空法（昭和２７年法律第２３１号）

第２条第１８項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その

他規則で定めるものをいう。以下同じ 。） を利用する移動に要す

る費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号及び第３号に掲

げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであっ

て、公務のため特に必要とするものに限る 。） の額の合計額とす

る。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前２号に掲げる費用に付随する費用

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分され

た航空機により移動する場合には、最下級（市長が移動する場合

には、最上級）の運賃の額とする。

（その他の交通費）

第１０条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用す

る移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号か

ら第５号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに

- 90 -



限る 。） の額の合計額とする。

(1) 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに

掲げる一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行

する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る 。） の用に

供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送

事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段（前

号に規定する自動車を除く 。） を利用する移動に要する運賃

(3) 前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第８０

条第１項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車

の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 自家用自動車（旅行者が旅行命令権者の承認を受けたものに

限る。第２３条第２項において同じ 。） を利用する移動に要す

る費用

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

２ 前項第４号に掲げる費用の額は、路程１キロメートルにつき３

７円とする。この場合において、全路程を通算して計算し、通算

した路程に１キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切

り捨てる。

（宿泊費）

第１１条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、

地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額（以下「

宿泊費基準額」という 。） とする。ただし、現に支払った費用の

額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が必要が

あると認めるときは、当該宿泊に要する費用の額とする。

（包括宿泊費）

第１２条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として

支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る鉄道賃、船賃、

航空賃及びその他の交通費の額並びに当該宿泊に係る宿泊費基準

額の合計額とする。
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（宿泊手当）

第１３条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるた

めの費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で

定める１夜当たりの定額とする。

（転居費）

第１４条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第１５条第１

項第１号又は第２号に規定する場合の家族の転居に要する費用を

含む 。） とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方

法により算定される額とする。

（家族移転費）

第１５条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、

その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者

に限る。以下この号及び次号において同じ 。） を職員の新居住

地に移転する場合には、家族１人ごとに、職員がその移転をす

るものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手

当の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日

の翌日から１年以内に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転

するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後におけ

る職員の新居住地）に移転する場合には、前号の規定に準じて

算定した額

２ 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事

情がある場合には、前項第２号に規定する期間を延長することが

できる。

第４条の次に次の１条を加える。

（旅行命令等に従わない旅行）

第５条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情

により旅行命令等（前条第３項の規定により変更を受けた旅行命

令等を含む。以下この条において同じ 。） に従って旅行すること

- 92 -



ができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変

更の申請をしなければならない。

２ 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするい

とまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、でき

るだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなけ

ればならない。

３ 旅行者が、前２項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、

又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅

行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令

等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることがで

きる。

別表を削る。

（富山市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正）

第２条 富山市証人等の実費弁償に関する条例（平成１７年富山市条

例第５４号）の一部を次のように改正する。

第３条中「車賃、日当、宿泊料及び食卓料（以下この条において

「鉄道賃等」という 。）」 を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊

費及び宿泊手当」に改め、「別表に規定する一般職の最高級の職務

にある者に支給される鉄道賃等の額とする」を「の規定により旅費

の支給を受ける職員（同条例第７条第１項第５号に規定する市長等

を除く 。） の例による」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（富山市旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の富山市旅費支給条例（以下「新条例

」という 。） の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う 。） 以後に新条例第２条第２号に規定する旅行命令権者が新条例

第４条第１項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第３条

第４項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施
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行日前に第１条の規定による改正前の富山市旅費支給条例（以下こ

の項及び第４項において「旧条例」という 。） 第４条第１項に規定

する旅行命令権者が旧条例第４条第１項に規定する旅行命令等を発

した旅行及び旧条例第３条第３項の規定により旅費の支給を決定し

た旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条

例第４条第１項に規定する旅行命令権者が旧条例第４条第１項に規

定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第２条第２号

に規定する旅行命令権者が新条例第４条第３項の規定により当該旅

行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行の

うち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅

行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前

の例による。

３ 新条例第３条第１項第２号から第４号までの規定は、施行日以後

に退職、免職（罷免を含む 。）、 失職若しくは休職（以下この項に

おいて「退職等」という 。） となった場合又は死亡した場合につい

て適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合につい

ては、なお従前の例による。

４ 新条例第３条第５項及び第６項の規定は、これらの項に規定する

者が同条第１項から第４項までの規定により旅費の支給を受けるこ

とができる場合について適用し、旧条例第３条の規定により旅費の

支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

５ 新条例第２４条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に

違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

（富山市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置

）

６ 第２条の規定による改正後の富山市証人等の実費弁償に関する条

例の規定は、施行日以後に市の議会、委員会及び委員等に出頭をし、

又は参加をした選挙人又は関係人等（以下「証人等」という 。） の

当該出頭又は参加に係る実費弁償について適用し、施行日前に出頭

をし又は参加をした証人等の当該出頭又は参加に係る実費弁償につ
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いては、なお従前の例による。ただし、施行日前に出頭をし又は参

加をした証人等の当該出頭又は参加に係る旅行で、施行日以後に旅

行内容に変更が生じた場合は、同条例の規定は、当該旅行のうち当

該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のう

ち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例に

よる。
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議案第 ２ ３ 号

富山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件

富山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

富山市職員の給与に関する条例（平成１７年富山市条例第６２号）

の一部を次のように改正する。

第１５条第２項第２号中「次に掲げる職員の区分に応じ 、」 を削り、

「それぞれ次に」を「２５，７００円を超えない範囲内で自動車等の

使用距離の区分に応じて規則で」に改め、同号アからケまでを削り、

同条第６項中「月」の次に 「（ 当該月に通勤手当を支給することが困

難な場合として規則で定める場合にあっては、その翌月 ）」 を加える。

第３７条に次の１号を加える。

(8) 職員の給食に係る経費

別表第６の１２の項中

「

(7) 医師又は歯科医師が医療業務

に従事したとき。

ア 主幹

イ 医長

ウ その他の医師

月額 ６５，０００円

月額 ５５，０００円

月額 ５０，０００円

(8) 医師又は歯科医師（臨床研修

指導医に限る 。） が臨床研修医

の指導業務に従事したとき。

日額 １，０００円

(9) 看護師等又は保健師が血液若

しくは体液の採取又は尿若しく

は便の処理を行ったとき。

勤務１回 １００円

(10) 看護師等が正規の勤務時間に

よる勤務の一部又は全部を深夜

において行う看護業務に従事し

を
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」

「

」

改め、同表中１３の項を削り、１４の項を１３の項とし、１５の項

から１７の項までを１項ずつ繰り上げる。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

たとき。

(7) 看護師等又は保健師が血液若

しくは体液の採取又は尿若しく

は便の処理を行ったとき。

勤務１回 １００円

(8) 看護師等が正規の勤務時間に

よる勤務の一部又は全部を深夜

において行う看護業務に従事し

たとき。

に
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議案第 ２ ４ 号

富山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定の

件

富山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のよう

に定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（富山市職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 富山市職員の給与に関する条例（平成１７年富山市条例第６

２号）の一部を次のように改正する。

第１３条第１項中「市内」を「当該地域における民間の賃金水準

を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して市長が定める地域

」に改め、同条第２項中「１００分の４」を「１００分の２０を超

えない範囲内で、前項の市長が定める地域ごとに市長が定める割合

」に改める。

第１３条の２中「には」の次に「、前条の規定によりこの条の規

定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給

される場合を除き」を加える。

（富山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改

正）

第２条 富山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令

和７年富山市条例第３９号）の一部を次のように改正する。

附則第５条第１項中「１００分の４を超えない範囲内で」を「１

００分の２０を超えない範囲内で、改正後給与条例第１３条第１項

の市長が定める地域ごとに」に改める。

（富山市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改

正）
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第３条 富山市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平

成１７年富山市条例第２９５号）の一部を次のように改正する。

第５条の２中「市内」を「当該地域における民間の賃金水準を基

礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が定める地域」

に改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ２ ５ 号

富山市民プラザホール条例の一部を改正する条例制定の件

富山市民プラザホール条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市民プラザホール条例の一部を改正する条例

富山市民プラザホール条例（平成１７年富山市条例第１１４号）の

一部を次のように改正する。

別表中「超過料金１時間につき（円 ）」 を「時間外料金（円）（１

時間につき ）」 に改め、備考５を削り、備考６を備考５とする。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ２ ６ 号

富山市舞台芸術パーク条例の一部を改正する条例制定の件

富山市舞台芸術パーク条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市舞台芸術パーク条例の一部を改正する条例

富山市舞台芸術パーク条例（平成１７年富山市条例第１１５号）の

一部を次のように改正する。

別表中「超過料金１時間につき（円 ）」 を「時間外料金（円）（１

時間につき ）」 に改め、備考４を削り、備考５を備考４とする。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ２ ７ 号

富山市芸術文化ホール条例の一部を改正する条例制定の件

富山市芸術文化ホール条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市芸術文化ホール条例の一部を改正する条例

富山市芸術文化ホール条例（平成１７年富山市条例第１１６号）の

一部を次のように改正する。

別表中「超過料金１時間につき（円 ）」 を「時間外料金（円）（１

時間につき ）」 に改め、備考６を削り、備考７を備考６とする。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ２ ８ 号

富山市婦中ふれあい館条例の一部を改正する条例制定の件

富山市婦中ふれあい館条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市婦中ふれあい館条例の一部を改正する条例

富山市婦中ふれあい館条例（平成１７年富山市条例第２８１号）の

一部を次のように改正する。

別表中「超過時間１時間当たりの金額（円 ）」 を「時間外料金（円

）（１時間につき ）」 に改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ２ ９ 号

富山市行政財産使用料条例の一部を改正する条例制定の件

富山市行政財産使用料条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市行政財産使用料条例の一部を改正する条例

富山市行政財産使用料条例（平成１７年富山市条例第７０号）の一

部を次のように改正する。

第６条第２号中「取り消し」を「取消し」に改める。

第７条中「定める」を「定める 。」 に改める。

別表第２超過料金の項及び備考１中「超過料金」を「延長料金」に

改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第６条第２

号の改正規定及び第７条の改正規定は、公布の日から施行する。
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議案第 ３ ０ 号

富山市地域し尿処理施設に関する条例の一部を改正する条例制

定の件

富山市地域し尿処理施設に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市地域し尿処理施設に関する条例の一部を改正する条例

富山市地域し尿処理施設に関する条例（平成１７年富山市条例第１

８２号）の一部を次のように改正する。

第４条第４項に次のただし書を加える。

ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長（

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定により

置かれた下水道事業の管理者を含む 。） の指定を受けた者に工事を

実施させる必要があると認めるときは、この限りでない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第 ３ １ 号

富山市大沢野健康福祉センター条例の一部を改正する条例制定

の件

富山市大沢野健康福祉センター条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市大沢野健康福祉センター条例の一部を改正する条例

富山市大沢野健康福祉センター条例（平成１７年富山市条例第１３

７号）の一部を次のように改正する。

別表１健康・交流プラザの項 (2) の表中

「 「

」 」

に、「超過料金１時間の料金（円 ）」 を「延長料金及び時間外料金（

円）（１時間につき ）」 に改める。

別表２福祉プラザの項の表中

「 「

」 」

に、「超過料金１時間の料金（円 ）」 を「延長料金及び時間外料金（

円）（１時間につき ）」 に改める。

３時間までの料金（円） 単位 金額（円）

６，６００ 最初の３時間 ６，６００

２，２００ 最初の３時間 ２，２００

１，１００ 最初の３時間 １，１００

３時間までの料金（円） 単位 金額（円）

３，３００ 最初の３時間 ３，３００

３，３００ 最初の３時間 ３，３００

２，２００ 最初の３時間 ２，２００

１，１００ 最初の３時間 １，１００

１，１００ 最初の３時間 １，１００

１，１００ 最初の３時間 １，１００

１，１００ 最初の３時間 １，１００

を

を
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附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ３ ２ 号

富山市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件

富山市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市介護保険条例の一部を改正する条例

富山市介護保険条例（平成１７年富山市条例第１６６号）の一部を

次のように改正する。

附則に次の見出し及び５項を加える。

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例

）

１４ 第 1 号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において本

市に住所を有しない者を除き、令和８年度分の地方税法の規定によ

る市町村民税の賦課期日において本市に住所を有する者（同法第２

９４条第３項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者

とみなされた者を含む 。） に限る。以下この項から附則第１７項ま

でにおいて同じ 。） のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が

含まれている者（同年中の給与等（所得税法第２８条第１項に規定

する給与等をいう。以下同じ 。） の収入金額が５５万１，０００円

以上６５万１，０００円未満である者に限る 。） の令和８年度にお

ける保険料率の算定についての第３条第１項（第６号ア、第７号ア、

第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア及び第

１３号アに係る部分に限る 。） の規定の適用については、同項第６

号ア中「いう。以下同じ 。） （租税特別措置法（昭和３２年法律第

２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第

３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５

条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定」とあるの

は、「いい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定す
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る給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額について

は、同条第２項の規定によって計算した金額に令和７年中の同条第

１項に規定する給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額を

加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除」とする。

１５ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が

含まれている者（同年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円

以上１６１万９，０００円未満である者に限る 。） の令和８年度に

おける保険料率の算定についての第３条第１項（第６号ア、第７号

ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア及

び第１３号アに係る部分に限る 。） の規定の適用については、同項

第６号ア中「いう。以下同じ 。） （租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、

第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３

５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定」とある

のは、「いい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定

する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額につい

ては、同条第２項の規定によって計算した金額に１０万円を加えた

額によるものとし、租税特別措置法による特別控除」とする。

１６ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が

含まれている者（同年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００

円以上１９０万円未満である者に限る 。） の令和８年度における保

険料率の算定についての第３条第１項（第６号ア、第７号ア、第８

号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア及び第１３

号アに係る部分に限る 。） の規定の適用については、同項第６号ア

中「いう。以下同じ 。） （租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４

条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の

２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定」とあるのは、

「いい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給

与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、
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同条第２項の規定によって計算した金額に６５万円から令和７年給

与所得控除額（令和７年中の所得税法第２８条第１項に規定する給

与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を

改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前

の所得税法別表第５の給与等の金額として、同表により当該金額に

応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た

額をいう 。） を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特

別措置法による特別控除」とする。

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例）

１７ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定について

の第３条第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者の属

する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第１号に掲げる者に

該当し、かつ、第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当する

者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定に

よる市町村民税が課されている者とみなす。

(1) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８

年度分の保険料の賦課期日において本市に住所を有しない者を除

く 。） であって、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民

税の賦課期日において本市に住所を有するもの（同法第２９４条

第３項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみ

なされた者を含む 。）

(2) 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、

令和８年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者

であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当する

もの

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６

５万１，０００円未満であり、かつ、１３５万円から同年の合

計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額か

ら５５万円を控除して得た額以下である場合

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１
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６１万９，０００円未満であり、かつ、１３５万円から同年の

合計所得金額を控除して得た額が１０万円以下である場合

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上

１９０万円未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得

金額を控除して得た額が、６５万円から、同年中の給与等の収

入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正す

る法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の

所得税法別表第５（以下「別表第５」という 。） の給与等の金

額として、別表第５により当該金額に応じて求めた別表第５の

給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得

た額以下である場合

(3) 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、

令和８年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者

であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当する

もの

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６

５万１，０００円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３

項に規定する政令で定める基準に従い富山市市税条例（平成１

７年富山市条例第１０３号）第１６条第２項で定める金額から

同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収

入金額から５５万円を控除して得た額以下である場合

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１

６１万９，０００円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第

３項に規定する政令で定める基準に従い富山市市税条例第１６

条第２項で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た

額が１０万円以下である場合

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上

１９０万円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規

定する政令で定める基準に従い富山市市税条例第１６条第２項

で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、６

- 111 -



５万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入

金額を別表第５の給与等の金額として、別表第５により当該金

額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を

控除して得た額を控除して得た額以下である場合

１８ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定について

の第３条第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者が前

項第１号に掲げる者に該当し、かつ、同項第２号又は第３号に掲げ

る者のいずれかに該当するときは、当該第１号被保険者は、同年度

分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ３ ３ 号

富山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例制定の件

富山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例

富山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例（令和７年富山市条例第２３号）の一部を次のように改正する。

第１０条の見出しを「乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件」

に改め、同条中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所

」に改める。

第１１条の見出し及び同条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「

乳児等通園支援事業所」に改める。

第１４条の見出し中「防止」を「禁止」に改め、同条中「乳児等通

園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。

第１９条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事

業所」に改める。

第２１条第３項中「利用定員」の次に 「（ 子ども・子育て支援法（

平成２４年法律第６５号）第２７条第１項又は第２９条第１項の確認

において定める利用定員をいう 。）」 を加える。

第２６条中「職員」を「乳児等通園支援事業所の職員」に改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ３ ４ 号

富山市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条

例制定の件

富山市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を

次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条

例

目次

第１章 総則（第１条―第４条）

第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準

第１節 利用定員に関する基準（第５条）

第２節 運営に関する基準（第６条―第３４条）

第３章 雑則（第３５条・第３６条）

附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という 。） 第５４条の３において準用する法第４６

条第３項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する

基準を定めるものとする。

（定義）

第２条 この条例における用語の意義は、法の例による。

（一般原則）

第３条 特定乳児等通園支援事業者（法第５４条の３に規定する特定

乳児等通園支援事業者をいう。以下同じ 。） は、良質かつ適切であ

り、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮
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された内容及び水準の特定乳児等通園支援の提供を行うことにより、

全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保さ

れることを目指さなければならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援

を利用する支給対象小学校就学前子ども（法第３０条の１４に規定

する支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ 。） の意思及び

人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学前子どもの立場に立

って特定乳児等通園支援を提供するよう努めなければならない。

３ 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視

した運営を行い、都道府県、市町村、特定教育・保育施設等（法第

２７条第１項に規定する特定教育・保育施設及び法第２９条第１項

に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ 。）、 他の特定

乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者、児

童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めなければならない。

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援

を利用する支給対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止

等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、

特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う事業所

（以下「特定乳児等通園支援事業所」という 。） の職員に対し、研

修の実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

（暴力団員の排除）

第４条 特定乳児等通園支援事業の確認を受けることができる者は、

次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 暴力団員（富山市暴力団排除条例（平成２４年富山市条例第１

３号）第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下この条にお

いて同じ 。）

(2) 法人その他の団体で、その役員が暴力団員であるもの

(3) 暴力団員がその事業活動を支配するもの

第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準
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第１節 利用定員に関する基準

第５条 特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員（法

第５４条の２第１項の確認において定めるものに限る。次項におい

て同じ 。） を定めるものとする。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども（法第

３０条の１６に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同

じ 。） が当該特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園

支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援事業所が開所する日数

及び時間その他の事情を考慮して１月当たりの利用定員を定めるも

のとする。

第２節 運営に関する基準

（面談）

第６条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに

係る特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支

援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供しよう

とするときに、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心

身の状況及び当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境を把握する

ための当該保護者との面談（映像及び音声の送受信により相手の状

態を相互に認識しながらする通話を含む 。） を行わなければならな

い。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、

あらかじめ、第２１条に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体

制、第１４条の規定により当該特定乳児等通園支援事業者が支払を

受ける費用に関する事項その他の提供する特定乳児等通園支援に関

する重要事項を記載した文書を交付しなければならない。

３ 特定乳児等通園支援事業者は、第１項の面談において、前項の重

要事項を説明し、当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供につ

いて保護者の同意を得なければならない。

（正当な理由のない提供拒否の禁止）

第７条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者（
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法第３０条の１５第３項に規定する乳児等支援給付認定保護者をい

う。以下同じ 。） から利用の申込みを受けたときは、正当な理由が

なければ、これを拒んではならない。

（あっせん及び要請に対する協力）

第８条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園

支援の利用について法第５４条の３において準用する法第５４条第

１項の規定により市が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協

力しなければならない。

（乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認）

第９条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに

係る特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支

援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供するに

際し、乳児等支援給付認定保護者から法第３０条の１５第３項に規

定する乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、子ども・子育

て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第２８条の２４

各号に掲げる事項を確認するものとする。

（乳児等支援給付認定の申請に係る援助）

第１０条 特定乳児等通園支援事業者は、法第３０条の１５第１項の

認定（以下この条において「乳児等支援給付認定」という 。） を受

けていない保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の

意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の申請が行われるよう

必要な援助を行わなければならない。

（心身の状況等の把握）

第１１条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供

に当たっては、乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の

状況、当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境、他の特定乳児等

通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援の利用状況その他の

教育・保育等（法第５６条第１項に規定する教育・保育等をいう。

）の利用の状況の把握に努めなければならない。

（特定教育・保育施設等との連携）
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第１２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等にお

いて継続的に提供される法第２７条第１項に規定する特定教育・保

育及び法第２９条第１項に規定する特定地域型保育との円滑な接続

に資するよう、乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他

特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなければならない。

（特定乳児等通園支援の提供の記録）

第１３条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供

した際は、提供した日時、時間、内容その他必要な事項を記録しな

ければならない。

（支払）

第１４条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領（法第３０条

の２０第５項（法第３０条の２１第３項において準用する場合を含

む 。） の規定により市が支払う特定乳児等通園支援に要した費用の

額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等通園支

援事業者が受領することをいう。次条において同じ 。） を受けない

ときは、乳児等支援給付認定保護者から、当該特定乳児等通園支援

に係る特定乳児等通園支援費用基準額（法第３０条の２０第３項に

規定する額をいう。次項において同じ 。） の支払を受けるものとす

る。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特

定乳児等通園支援の提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質

の確保及び向上を図る上で必要であると認められる対価について、

当該特定乳児等通園支援に要する費用として見込まれるものの額と

特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で

設定する額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることがで

きる。

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、

特定乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、

規則で定める費用の額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受け

ることができる。
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４ 特定乳児等通園支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた

場合は、当該費用の額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、

当該費用に係る領収証を交付しなければならない。

５ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項及び第３項の金銭の支払を

求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援

給付認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明

らかにするとともに、乳児等支援給付認定保護者に対して説明を行

い、文書による同意を得なければならない。ただし、第３項の規定

による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しな

い。

（乳児等支援給付費の額に係る通知等）

第１５条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳

児等通園支援に係る乳児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児

等支援給付認定保護者に対し、当該乳児等支援給付認定保護者に係

る乳児等支援給付費の額を通知しなければならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児

等通園支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特

定乳児等通園支援の内容、利用時間、費用の額その他必要と認めら

れる事項を記載した特定乳児等通園支援提供証明書を乳児等支援給

付認定保護者に対して交付しなければならない。

（特定乳児等通園支援の取扱方針）

第１６条 特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運

営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条の規定に

基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指

針に準じ、乳児等通園支援事業（児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）第６条の３第２３項に規定する乳児等通園支援事業をいう。

）の特性に留意して、支給対象小学校就学前子ども及びその保護者

の心身の状況等に応じて、特定乳児等通園支援の提供を適切に行わ

なければならない。

（特定乳児等通園支援に関する評価等）
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第１７条 特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児

等通園支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならな

い。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受

けて、その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければな

らない。

（相談及び援助）

第１８条 特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子

ども及びその保護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子

どもの養育環境の的確な把握に努め、当該乳児等支援給付認定子ど

も及びその保護者からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言

その他の援助を行わなければならない。

（緊急時等の対応）

第１９条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園

支援の提供を行っているときに乳児等支援給付認定子どもに体調の

急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該乳児等支援給

付認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置

を講じなければならない。

（乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知）

第２０条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受け

ている乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者

が偽りその他不正な行為によって乳児等支援給付費の支給を受け、

又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市に

通知しなければならない。

（運営規程）

第２１条 特定乳児等通園支援事業者は、規則で定める事業の運営に

ついての重要事項に関する規程（第２４条において「運営規程」と

いう 。） を定めなければならない。

（勤務体制の確保等）

第２２条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども
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に対し、適切な特定乳児等通園支援を提供することができるよう、

特定乳児等通園支援事業所ごとに職員の勤務の体制を定めなければ

ならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、

当該特定乳児等通園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援

を提供しなければならない。ただし、特定乳児等通園支援の提供に

直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員

の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

（利用定員の遵守）

第２３条 特定乳児等通園支援事業者は、第５条第１項の規定により

定める１時間当たりの利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供

を行ってはならない。

（掲示等）

第２４条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所

の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１４条

の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の額

その他の利用の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業所の選択

に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線

に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを

目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、

放送又は有線放送に該当するものを除く 。） により公衆の閲覧に供

しなければならない。

（乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則）

第２５条 特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認

定子どもの国籍、信条、社会的身分又は第１４条の規定による支払

の状況によって、差別的取扱いをしてはならない。

（虐待等の禁止）

第２６条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定

子どもに対し、児童福祉法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為
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その他当該乳児等支援給付認定子どもの心身に有害な影響を与える

行為をしてはならない。

（秘密保持等）

第２７条 特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理

由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども及びその

家族の秘密を漏らしてはならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員

であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援

給付認定子ども及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要

な措置を講じなければならない。

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定

乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その

他の機関に対して、乳児等支援給付認定子どもに関する情報を提供

する際には、あらかじめ文書により当該乳児等支援給付認定子ども

に係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得なければならない。

（情報の提供等）

第２８条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通

園支援を利用しようとする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等

支援給付認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定乳児等通園

支援事業者を選択することができるように、その提供する特定乳児

等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければなら

ない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者に

ついて広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大な

ものとしてはならない。

（利益供与等の禁止）

第２９条 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業（法第５９

条第１号に規定する事業をいう 。） その他の地域子ども・子育て支

援事業を行う者（次項において「利用者支援事業者等」という 。）、

教育・保育施設、地域型保育事業者（地域型保育を行う事業者をい
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う。次項において同じ 。） 若しくは乳児等通園支援事業者（乳児等

通園支援を行う事業者をいう。次項において同じ 。） 又はその職員

に対し、支給対象小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特

定乳児等通園支援事業者を紹介することの対償として、金品その他

の財産上の利益を供与してはならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育

施設、地域型保育事業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職

員から、支給対象小学校就学前子ども又はその家族を紹介すること

の対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

（苦情解決）

第３０条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通

園支援に関する乳児等支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定

保護者その他の当該乳児等支援給付認定子どもの家族（以下この条

において「乳児等支援給付認定子ども等」という 。） からの苦情に

迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設

置その他の必要な措置を講じなければならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、

当該苦情の内容その他の事項を記録しなければならない。

３ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援

に関する乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市が実施

する事業に協力するよう努めなければならない。

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援

に関し、法第３０条の１３において準用する法第１４条第１項の規

定により市が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しく

は提示の命令又は市の職員からの質問若しくは特定乳児等通園支援

事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び乳

児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市が行う調査に協力

するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は

助言に従って必要な改善を行わなければならない。

５ 特定乳児等通園支援事業者は、市からの求めがあった場合には、
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前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

６ 特定乳児等通園支援事業者は、第１項の必要な措置として、苦情

の公正な解決を図るため、苦情の解決に当たって当該特定乳児等通

園支援事業所の職員以外の者を関与させなければならない。

（地域との連携等）

第３１条 特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地

域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域と

の交流に努めなければならない。

（事故発生の防止及び発生時の対応）

第３２条 特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を

防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対す

る特定乳児等通園支援の提供により事故が発生した場合は、速やか

に市及び当該乳児等支援給付認定子どもの家族その他の関係者に連

絡し、必要な措置を講じなければならない。

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際し

て採った処置について記録しなければならない。

４ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対す

る特定乳児等通園支援の提供により賠償すべき事故が発生したとき

は、速やかに当該賠償を行わなければならない。

（会計の区分）

第３３条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の

会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

（記録の整備等）

第３４条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所

の職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対す

る特定乳児等通園支援の提供に関する規則で定める記録等を整備し、

その完結の日から５年間保存しなければならない。

第３章 雑則
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（電磁的記録等）

第３５条 特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他こ

れらに類するもののうち、この条例又はこの条例に基づく規則の規

定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、

複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情

報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。

）により行うことが規定されているものについては、当該書面等に

代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記

録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

次項において同じ 。） により行うことができる。

２ 特定乳児等通園支援事業者は、この条例又はこの条例に基づく規

則の規定による書面等の交付又は提出については、当該書面等が電

磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提

出に代えて、規則で定めるところにより、乳児等支援給付認定保護

者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項を電子情報処理組織

（特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と、乳児等支

援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をいう 。） を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法により提供することができる。この場合にお

いて、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又

は提出したものとみなす。

３ 前項の規定は、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による

書面等による同意の取得について準用する。この場合において、同

項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき

事項」とあるのは「書面等による同意」と、「提供する」とあるの

は「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書

面等による同意を得た」と読み替えるものとする。

（委任）

第３６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
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附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ３ ５ 号

富山市呉羽会館条例の一部を改正する条例制定の件

富山市呉羽会館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市呉羽会館条例の一部を改正する条例

富山市呉羽会館条例（平成１７年富山市条例第１２０号）の一部を

次のように改正する。

別表中「超過料金１時間につき（円 ）」 を「時間外料金（円）（１

時間につき ）」 に改め、同表備考２を削り、備考３を備考２とする。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ３ ６ 号

富山市新保文化会館条例の一部を改正する条例制定の件

富山市新保文化会館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市新保文化会館条例の一部を改正する条例

富山市新保文化会館条例（平成１７年富山市条例第１２１号）の一

部を次のように改正する。

別表中「超過料金１時間につき（円 ）」 を「時間外料金（円）（１

時間につき ）」 に改め、同表備考２を削り、備考３を備考２とする。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ３ ７ 号

富山市富南会館条例の一部を改正する条例制定の件

富山市富南会館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市富南会館条例の一部を改正する条例

富山市富南会館条例（平成２８年富山市条例第２５号）の一部を次

のように改正する。

別表中「超過料金１時間につき（円 ）」 を「時間外料金（円）（１

時間につき ）」 に改め、同表備考２を削り、備考３を備考２とする。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ３ ８ 号

富山市水橋会館条例の一部を改正する条例制定の件

富山市水橋会館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市水橋会館条例の一部を改正する条例

富山市水橋会館条例（令和４年富山市条例第２８号）の一部を次の

ように改正する。

別表中「超過料金１時間につき（円 ）」 を「時間外料金（円）（１

時間につき ）」 に改め、同表備考３を削り、備考４を備考３とする。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ３ ９ 号

富山市大久保ふれあいセンター条例の一部を改正する条例制定

の件

富山市大久保ふれあいセンター条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市大久保ふれあいセンター条例の一部を改正する条例

富山市大久保ふれあいセンター条例（平成１７年富山市条例第２６

９号）の一部を次のように改正する。

別表中「超過時間１時間当たりの金額（円 ）」 を「時間外料金（円

）（１時間につき ）」 に改め、同表備考６中「所定の使用料」を「こ

の表に定める額」に、「額する」を「額とする」に改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ４ ０ 号

富山市大沢野会館条例の一部を改正する条例制定の件

富山市大沢野会館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市大沢野会館条例の一部を改正する条例

富山市大沢野会館条例（令和４年富山市条例第４８号）の一部を次

のように改正する。

別表中「超過料金１時間につき（円 ）」 を「時間外料金（円）（１

時間につき ）」 に改め、備考４を削り、備考５を備考４とする。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ４ １ 号

富山市大山会館条例の一部を改正する条例制定の件

富山市大山会館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市大山会館条例の一部を改正する条例

富山市大山会館条例（令和４年富山市条例第４９号）の一部を次の

ように改正する。

別表中「超過料金１時間につき（円 ）」 を「時間外料金（円）（１

時間につき ）」 に改め、備考３を削り、備考４を備考３とする。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ４ ２ 号

富山市八尾コミュニティセンター条例の一部を改正する条例制

定の件

富山市八尾コミュニティセンター条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市八尾コミュニティセンター条例の一部を改正する条例

富山市八尾コミュニティセンター条例（平成１７年富山市条例第２

７６号）の一部を次のように改正する。

別表中「使用時間区分による１時間当たりの金額（円 ）」 を「金額

（円）（１時間につき ）」 に、「２１時以降の超過時間１時間当たり

の金額」を「時間外料金（円）（１時間につき ）」 に改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ４ ３ 号

富山市印鑑条例の一部を改正する条例制定の件

富山市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市印鑑条例の一部を改正する条例

富山市印鑑条例（平成１７年富山市条例第１０８号）の一部を次の

ように改正する。

第１６条第２号中「第１２条の２第４項第２号ロ」を「第１２条の

２第４項第３号ロ」に改める。

附 則

この条例は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する

法律の一部を改正する法律（令和７年法律第４６号）の施行の日から

施行する。
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議案第 ４ ４ 号

富山市スポーツ施設条例の一部を改正する条例制定の件

富山市スポーツ施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市スポーツ施設条例の一部を改正する条例

富山市スポーツ施設条例（平成１７年富山市条例第２８６号）の一

部を次のように改正する。

第２条の表中３４の項を削り、３５の項を３４の項とし、３６の項

から４４の項までを１項ずつ繰り上げ、４５の項を削り、４６の項を

４４の項とし、４７の項から５３の項までを２項ずつ繰り上げる。

第２条の２中「３３の項まで、３５の項、３６の項、４０の項から

４３の項まで、４９の項及び５０の項」を「３５の項まで、３９の項

から４２の項まで、４７の項及び４８の項」に改める。

第２条の３第３号中「４２の項及び４３の項」を「４１の項及び４

２の項」に改める。

第７条第６項中「もののほか、次に定めるところによる」を削り、

同項各号を削り、同条第７項中「４２の項及び４３の項」を「４１の

項及び４２の項」に改め、同条に次の１項を加える。

８ 使用時間の短縮による使用料等は、減額しない。

別表第１西大沢運動広場及び下タ北部グラウンドの項中「及び下タ

北部グラウンド」を削り、同表大山総合グラウンドの項及び婦中スポ

ーツプラザプールの項を削る。

別表第２の１の項 (1) の表中「２時間につき」を「最初の２時間」

に、「超過料金」を「延長料金及び時間外料金」に改め、同項 (2) の

表並びに同表２の項 (1) の表及び (2) の表中「超過料金」を「時間外

料金」に改め、同項 (3) の表中「２時間につき」を「最初の２時間」

に改め、同表備考２中「超過料金」を「延長料金」に改め、同表３の
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項 (1) アの表中「２時間につき」を「最初の２時間」に、「超過料金

」を「延長料金及び時間外料金」に改め、同項 (1) イの表及び (2) の

表中「超過料金」を「時間外料金」に改め、同表４の項 (1) の表中「

２時間につき」を「最初の２時間」に、「超過料金」を「延長料金及

び時間外料金」に改め、同項 (2) の表中「超過料金」を「時間外料金

」に改め、同表５の項の表中「２時間につき」を「最初の２時間」に、

「超過料金」を「延長料金及び時間外料金」に改め、同表６の項の表

中「超過料金」を「時間外料金」に改め、同表９の項 (1) の表中「２

時間につき」を「最初の２時間」に、「超過料金」を「延長料金及び

時間外料金」に改め、同項 (2) の表及び同表１０の項の表中「超過料

金」を「時間外料金」に改め、同表１１の項 (1) の表中「２時間につ

き」を「最初の２時間」に、「超過料金」を「延長料金及び時間外料

金」に改め、同項 (2) の表中「超過料金」を「時間外料金」に改め、

同表１３の項 (1) の表及び同表１４の項 (1) の表中「２時間につき」

を「最初の２時間」に改め、同表１５の項 (1) の表中「２時間につき

」を「最初の２時間」に、「超過料金」を「延長料金及び時間外料金

」に改め、同項 (2) の表中「超過料金」を「時間外料金」に改め、同

表１６の項の表中「２時間につき」を「最初の２時間」に、「超過料

金」を「延長料金及び時間外料金」に改め、同表１７の項の表中「超

過料金」を「時間外料金」に改め、同表１８の項 (1) の表中「２時間

につき」を「最初の２時間」に、「超過料金」を「延長料金及び時間

外料金」に改め、同項 (2) の表中「超過料金」を「時間外料金」に改

め、同表１９の項 (1) の表中「２時間につき」を「最初の２時間」に、

「超過料金」を「延長料金及び時間外料金」に改め、同項 (2) の表中

「超過料金」を「時間外料金」に改め、同表２０の項を削り、同表２

１の項の表中「超過料金」を「時間外料金」に改め、同項を同表２０

の項とし、同表２２の項の表中「超過料金」を「時間外料金」に改め、

同項を同表２１の項とし、同表２３の項 (2) の表中「超過料金」を「

時間外料金」に改め、同項を同表２２の項とし、同表２４の項 (1) の

表中「２時間につき」を「最初の２時間」に、「超過料金」を「延長
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料金及び時間外料金」に改め、同項 (2) の表中「超過料金」を「時間

外料金」に改め、同項を同表２３の項とし、同表２５の項 (1) の表中

「２時間につき」を「最初の２時間」に、「超過料金」を「延長料金

及び時間外料金」に改め、同項 (2) の表中「超過料金」を「時間外料

金」に改め、同項を同表２４の項とし、同表２６の項の表中「超過料

金」を「時間外料金」に改め、同項を同表２５の項とする。

別表第３の５の項 (1) イの表中「超過料金」を「時間外料金」に改

め、同項 (2) の表中「２時間につき」を「最初の２時間」に、「超過

料金」を「延長料金及び時間外料金」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次項の改

正規定中附則第４項のうち富山市スポーツ施設条例別表第３の改正

規定を改める改正規定は、公布の日から施行する。

（富山市まちなかアリーナ条例の一部改正）

２ 富山市まちなかアリーナ条例（令和７年富山市条例第５０号）の

一部を次のように改正する。

附則第４項のうち富山市スポーツ施設条例別表第３の改正規定を

次のように改める。

別表第３中５の項を６の項とし、４の項を５の項とし、３の項

の次に次のように加える。

４ ３ｘ３バスケットボールコート

備考

１ この表において「２時間」とは、９時から１１時まで、

１１時から１３時まで、１３時から１５時まで、１５時

から１７時まで、１７時から１９時まで又は１９時から

２１時までのいずれかの時間をいう。

種別 単位 金額（円） 時間外料金（円）

（１時間につき）

入場無料の場合 ２時間

につき

１，１００ ５５０

入場有料の場合 ３，３００ １，６５０
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２ 大会等の準備又は撤去のため大会等の開催日の前日又

は翌日に使用する場合は、この表に定める額の３０パー

セントに相当する額とする。

３ 附属設備の利用料金については、別に定める。

附則第５項のうち富山市スポーツ施設条例第２条の表の改正規定

中「５３の項まで」を「５１の項まで」に改め、同項のうち富山市

スポーツ施設条例第２条の２の改正規定を次のように改める。

第２条の２中「３５の項まで、３９の項から４２の項まで、４

７の項及び４８の項」を「３４の項まで、３８の項から４１の項

まで、４６の項及び４７の項」に改める。

附則第５項のうち富山市スポーツ施設条例第２条の３第３号及び

第７条第７項の改正規定中「４２の項及び４３の項」を「４１の項

及び４２の項」を「４１の項及び４２の項」を「４０の項及び４１

の項」に改める。
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議案第 ４ ５ 号

富山市富山南総合公園文化体育施設条例の一部を改正する条例

制定の件

富山市富山南総合公園文化体育施設条例の一部を改正する条例を次

のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市富山南総合公園文化体育施設条例の一部を改正する条例

富山市富山南総合公園文化体育施設条例（平成１７年富山市条例第

１１７号）の一部を次のように改正する。

別表１富山能楽堂の項の表中「超過料金１時間につき（円 ）」 を「

時間外料金（円）（１時間につき ）」 に改め、備考５を削り、備考６

を備考５とする。

別表２体育文化センターの項 (1) アの表中「超過料金１時間につき

（円 ）」 を「時間外料金（円）（１時間につき ）」 に改め、備考４を

削り、備考５を備考４とする。

別表２体育文化センターの項 (1) イの表中「超過料金１時間につき

（円 ）」 を「延長料金及び時間外料金（円）（１時間につき ）」 に、

「２時間につき」を「最初の２時間」に改め、備考１を削り、備考２

を備考１とし、備考３を備考２とする。

別表２体育文化センターの項 (2) の表中「超過料金１時間につき（

円 ）」 を「時間外料金（円）（１時間につき ）」 に改め、備考２を削

り、備考３を備考２とする。

別表３庭球場の項の表中「超過料金１時間につき（円 ）」 を「時間

外料金（円）（１時間につき ）」 に改め、備考５を削り、備考６を備

考５とする。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ４ ６ 号

富山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制

定の件

富山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

富山市病院事業の設置等に関する条例（平成１７年富山市条例第１

６７号）の一部を次のように改正する。

第７条第４項中「１．５」を「２」に改める。

別表特別施設等使用料の部中

「

」

「

市民病院 特別室 Ａ １人

１日

１３，０００円

Ｂ ６，５００円

個室 Ａ ５，５００円 管理者が指定

する室に限る。Ｂ ４，０００円

２人室 Ａ ２，２００円

Ｂ １，１００円

病衣使用料 ５０円

まちなか

病院

特別室 ５，０００円

個室 ３，０００円 管理者が指定

する室に限る。２人室 １，５００円

市民病院 特別室 Ａ １人 １３，０００円

Ｂ １日 ７，８００円

個室 Ａ ６，６００円 管理者が指定

する室に限る。Ｂ ４，８００円

２人室 Ａ ２，６００円

Ｂ １，３００円

まちなか 特別室 ６，０００円

病院 個室 ３，０００円 管理者が指定

を

に
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」

改め、同表非紹介患者加算料（市民病院に限る 。） の部中

「

」

「

」

同表産科診療料の部分べん介助料の項中

「 「

」 」

００円に」を「１３０，０００円に」に、「７０，０００円」を「８

０，０００円」に、「１１４，０００円」を「１３４，０００円」に、

「７２，０００円」を「８２，０００円」に、「１２４，５００円」

を「１４４，５００円」に、「７７，２５０円」を「８７，２５０円

」に、「１８０，０００円」を「２００，０００円」に、「１０５，

０００円」を「１１５，０００円」に、「１９０，０００円」を「２

１０，０００円」に、「１児につき１１０，０００円」を「１児につ

き１２０，０００円」に、「２１０，０００円」を「２３０，０００

円」に、「１児につき１２０，０００円」を「１児につき１３０，０

００円」に、「１００，０００円」を「１２０，０００円」に、

「 「

初診時 歯科口腔外科を

除く診療科目

1 回 ７，０００円

歯科口腔外科 ５，０００円

再診時 歯科口腔外科を

除く診療科目

３，０００円

歯科口腔外科 １，９００円

初診時 1 回 ７，０００円

再診時 ３，０００円

１１０，０００円 １３０，０００円

１２０，０００円 １４０，０００円

に改め、

を

に、「１３０，０を

に、「１１０，０を
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」 」

００円」を「１５０，０００円」に改め、同部新生児世話料の項中「

８，０００円」を「１０，０００円」に改め、同部胎盤処理料の項中

「１，０００円」を「２，２００円」に改め、同部免疫学的妊娠反応

検査料の項中「２，５００円」を「３，１００円」に改め、同部褥 婦
じょく

処置料の項中「２，０００円」を「２，６００円」に改め、同部避妊

リング抜去料の項及び子宮内避妊システム抜去料の項中「５，０００

円」を「５，６００円」に改め、同部人工妊娠中絶料の項中「９０，

０００円」を「９７，６００円」に、「１２０，０００円」を「１７

５，０００円」に、「１５０，０００円」を「２１７，０００円」に

改め、同部永久不妊手術料の項中「１２０，０００円」を「１４８，

３００円」に改め、同部緊急経口避妊薬（処方料を含む 。） の項中「

８，０００円」を「１０，０００円」に改め、同表歯科診療料の部イ

ンプラントの項中「１０，０００円」を「１２，０００円」に、「６

２，０００円」を「９１，０００円」に、「１，０００円」を「１，

５００円」に改め、同表診断書交付手数料の部一般診断書の項中「１

，５００円」を「２，５００円」に改め、同部死亡診断書の項中「１

，５００円」を「３，５００円」に改め、同部死体検案書の項、厚生

年金診断書の項、国民年金診断書の項及び恩給診断書の項中「３，０

００円」を「４，５００円」に改め、同部身体障害者診断書の項及び

精神障害者診断書の項中「１，６００円」を「３，５００円」に改め、

同部病歴書の項中「３，５００円」を「４，５００円」に改め、同部

その他の診断書の項中「３，０００円」を「４，５００円」に改め、

同表証明書交付手数料の部一般証明書の項、医療費領収証明書の項、

出産証明書の項及び死亡証明書の項中「１，５００円」を「２，５０

０円」に改め、同部自動車損害賠償責任保険の受給に関する証明書の

項中「２，０００円」を「４，５００円」に改め、同部その他の証明

書の項中「１，５００円」を「２，５００円」に改め、同表面談手数

料の部医師面談料の項中「３，０００円」を「５，０００円」に改め、

同部医師所見料の項中「１０，０００円」を「１５，０００円」に改
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める。

附 則

この条例は、令和８年７月１日から施行する。

- 144 -



議案第 ４ ７ 号

富山市商工業振興条例の一部を改正する条例制定の件

富山市商工業振興条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市商工業振興条例の一部を改正する条例

富山市商工業振興条例（平成１７年富山市条例第１８７号）の一部

を次のように改正する。

第３条第２項中「一部」の次に「及び保証料」を加える。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に改正前の富山市商工業振興条例の規定に

より融資のあっせんの申込みが行われている資金及び融資のあっせ

んが行われている資金に係る助成については、なお従前の例による。
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議案第 ４ ８ 号

富山市四方チャレンジ・ミニ企業団地研修センター条例の一部

を改正する条例制定の件

富山市四方チャレンジ・ミニ企業団地研修センター条例の一部を改

正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市四方チャレンジ・ミニ企業団地研修センター条例の一部

を改正する条例

富山市四方チャレンジ・ミニ企業団地研修センター条例（平成１７

年富山市条例第１９０号）の一部を次のように改正する。

別表中「超過料金１時間につき（円 ）」 を「時間外料金（円）（１

時間につき ）」 に改め、同表中備考２を削り、備考３を備考２とする。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ４ ９ 号

富山国際会議場条例の一部を改正する条例制定の件

富山国際会議場条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山国際会議場条例の一部を改正する条例

富山国際会議場条例（平成１７年富山市条例第１２２号）の一部を

次のように改正する。

「

備考１を削り、同表備考２中 「（ 夜間時間帯に使用する場合は、備考

１の規定により算定した額を加算した額とする 。）」 を削り、同備考

を同表備考１とし、同表備考３中「備考２」を「備考１」に改め、「

（夜間時間帯に使用する場合は、備考１の規定により算定した額を加

算した額とする 。）」 を削り、同備考を同表備考２とし、同表備考４

中「備考２又は備考３」を「備考１又は備考２」に改め、 「（ 夜間時

間帯に使用する場合は、備考１の規定により算定した額を加算した額

とする 。）」 を削り、同備考を同表備考３とし、同表備考５中「夜間

時間帯に使用する場合は、備考１の規定により算定した額」を「開館

時間以外の時間に使用する場合は、時間外料金の額」に改め、同備考

を同表備考４とし、同表備考６中「夜間時間帯に使用する場合は、備

考１の規定により算定した額を 、」 を削り、同備考を同表備考５とし、

超過料金１時

間につき（円

）

時間外料金（

円）（１時間

につき）

３０，６９０ ４６，０４０

６，１６０ ９，２４０

４，０７０ ６，１１０

１，９８０ ２，９７０

１，６５０ ２，４８０

１，２１０ １，８２０

を に改め、同表

」

「

」

別表第１中
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同表備考７を削り、同表備考８を同表備考６とする。

別表第２中「超過料金１時間につき（円 ）」 を「時間外料金（円）

（１時間につき ）」 に改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ５ ０ 号

富山市特別会計条例の一部を改正する条例制定の件

富山市特別会計条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市特別会計条例の一部を改正する条例

富山市特別会計条例（平成１７年富山市条例第６６号）の一部を次

のように改正する。

第１条第９号を次のように改める。

(9) 富山市山田地域レクリエーション・観光施設事業特別会計 山

田地域レクリエーション・観光施設事業

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 富山市牛岳温泉健康センター事業特別会計の令和７年度分の収入、

支出及び決算については、なお従前の例による。
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議案第 ５ １ 号

富山市山田自然休養村条例の一部を改正する条例制定の件

富山市山田自然休養村条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市山田自然休養村条例の一部を改正する条例

富山市山田自然休養村条例（平成１７年富山市条例第２１７号）の

一部を次のように改正する。

別表３富山市牛岳オートキャンプ場の表中

「

」

「

」

改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

種別

バンガロー（４人

用）

宿泊 午後１時～翌日の午前１０時

日帰り 午前１０時～午後４時

キャンプ場 宿泊 午後１時～翌日の午前１０時

日帰り 午前１０時～午後４時

種別 単位

バンガロー（４人用） 宿泊 １泊につき

日帰り １回につき

キャンプ場 宿泊 １泊につき

日帰り １回につき

を

に
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議案第 ５ ２ 号

富山市職業訓練センター条例の一部を改正する条例制定の件

富山市職業訓練センター条例の一部を改正する条例を次のように定

める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市職業訓練センター条例の一部を改正する条例

富山市職業訓練センター条例（平成２３年富山市条例第１５号）の

一部を次のように改正する。

別表中「超過料金１時間につき（円 ）」 を「時間外料金（円）（１

時間につき ）」 に改め、同表中備考３を削り、備考４を備考３とする。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ５ ３ 号

富山市火入れに関する条例の一部を改正する条例制定の件

富山市火入れに関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市火入れに関する条例の一部を改正する条例

富山市火入れに関する条例（平成１７年富山市条例第２２１号）の

一部を次のように改正する。

第１２条第１項中「、異常乾燥注意報又は火災警報」を「若しくは

乾燥注意報が発表され、又は林野火災に関する注意報若しくは火災に

関する警報」に改め、同条第２項中「警報が」の次に「発表され、若

しくは」を加える。

第１３条中「消防長」を「消防局長」に改める。

第１６条の見出し及び同条第１項中「消防署長」を「消防局長」に

改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第 ５ ４ 号

富山市農業集落汚水処理施設条例の一部を改正する条例制定の

件

富山市農業集落汚水処理施設条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市農業集落汚水処理施設条例の一部を改正する条例

富山市農業集落汚水処理施設条例（平成１７年富山市条例第２０１

号）の一部を次のように改正する。

第４条第４項に次のただし書を加える。

ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長（

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定により

置かれた下水道事業の管理者を含む 。） の指定を受けた者に工事を

実施させる必要があると認めるときは、この限りでない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第 ５ ５ 号

富山市２１世紀の森杉ヶ平キャンプ場条例の一部を改正する条

例制定の件

富山市２１世紀の森杉ヶ平キャンプ場条例の一部を改正する条例を

次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市２１世紀の森杉ヶ平キャンプ場条例の一部を改正する条

例

富山市２１世紀の森杉ヶ平キャンプ場条例（平成１７年富山市条例

第２１４号）の一部を次のように改正する。

第３条の４第１号ア中「午後２時から翌日」を「使用を開始する日

の午後２時から使用を終了する日」に改める。

別表中「１日」を「１泊」に改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ５ ６ 号

富山市割山森林公園条例の一部を改正する条例制定の件

富山市割山森林公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市割山森林公園条例の一部を改正する条例

富山市割山森林公園条例（平成１７年条例第２１６号）の一部を次

のように改正する。

第３条の４第１号ア中「午後１時から翌日」を「使用を開始する日

の午後１時から使用を終了する日」に改め、同条第２号ア中「午後２

時から翌日」を「使用を開始する日の午後２時から使用を終了する日

」に改める。

別表１オートキャンプサイトの表中「オートキャンプサイト」を「

オートキャンプ場」に、

「

」

「

」

種別 単位

専用流し台付き 宿泊

日帰り

専用流し台無し 宿泊

日帰り

カーサイト 宿泊

日帰り

種別 単位

オートキャンプサイト

（専用流し台付き）

宿泊 １泊

日帰り １回

オートキャンプサイト

（専用流し台無し）

宿泊 １泊

日帰り １回

カーサイト 宿泊 １泊

日帰り １回

に改め、同表備考

を
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１を削り、同表備考２を同表備考１とし、同表備考３中「使用時間」

を「日帰りの場合において、６時間」に改め、同備考を同表備考２と

し、同表備考４を同表備考３とする。

別表２キャンプ場の表中

「

」

「

」

備考１を削り、同表備考２を同表備考１とし、同表備考３中「使用時

間」を「日帰りの場合において、６時間」に改め、同備考を同表備考

２とし、同表備考４を同表備考３とする。

別表３コテージ（４人用）の表中

「 「

」 」

備考１を削り、同表備考２を同表備考１とし、同表備考３を同表備考

２とし、同表備考４を同表備考３とする。

別表４ログハウス（８人用）の表中

「 「

種別 単位

フリーサイト 宿泊 １張につき

日帰り １張につき

ソロサイト 宿泊 １張につき

日帰り １張につき

種別 単位

フリーサイト 宿泊 １張につき１泊

日帰り １張につき１回

ソロサイト 宿泊 １張につき１泊

日帰り １張につき１回

単位 種別 単位

宿泊 宿泊 １泊

日帰り 日帰り １回

附属設備 附属設備

単位 種別 単位

宿泊 宿泊 １泊

日帰り 日帰り １回

に改め、同表

を

を に改め、同表

を に改め、同表
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」 」

備考１を削り、同表備考２を同表備考１とし、同表備考３を同表備考

２とし、同表備考４を同表備考３とする。

別表５グランピング施設（４人用）の表中

「 「

」 」

備考１を削り、同表備考２を同表備考１とし、同表備考３を同表備考

２とし、同表備考４を同表備考３とする。

別表６バーベキュー棟の表を次のように改める。

６ バーベキュー棟

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

附属設備 附属設備

単位 種別 単位

宿泊 宿泊 １泊

日帰り 日帰り １回

附属設備 附属設備

種別 単位 金額（円） 延長料金（円

）（１時間に

つき）

１卓 最初の２時間 ３，２００ １，２００

附属設備 規則で定める額

を に改め、同表
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議案第 ５ ７ 号

富山市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例制定の件

富山市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例を次のように定

める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例

富山市公設地方卸売市場条例（平成２２年富山市条例第６４号）の

一部を次のように改正する。

第４３条の次に次の１条を加える。

（指定飲食料品等に該当する取扱品目等の公表）

第４３条の２ 市長は、次に掲げる事項をインターネットの利用その

他の適切な方法により公表するものとする。

(1) 市場において取り扱う食品等の持続的な供給を実現するための

食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に

関する法律（平成３年法律第５９号。以下この条において「食品

等持続的供給法」という 。） 第４２条第１項に規定する指定飲食

料品等

(2) 前号に掲げる指定飲食料品等の食品等持続的供給法第４２条第

１項第１号に規定する指標

(3) 食品等持続的供給法第３６条各号に掲げる措置の内容

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ５ ８ 号

富山市公民館条例の一部を改正する条例制定の件

富山市公民館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市公民館条例の一部を改正する条例

富山市公民館条例（平成１７年富山市条例第２５８号）の一部を次

のように改正する。

別表第１富山市立細入公民館北部分館の項を削る。

附 則

この条例は、令和８年５月１日から施行する。
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議案第 ５ ９ 号

富山市馬場家条例の一部を改正する条例制定の件

富山市馬場家条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市馬場家条例の一部を改正する条例

富山市馬場家条例（令和２年富山市条例第６７号）の一部を次のよ

うに改正する。

「

」

備考４を同表備考３とする。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

超過料金１時間

につき（円）

４１０

４１０

を削り、同表備考３を削り、同表別表第２中
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議案第 ６ ０ 号

富山市手数料条例の一部を改正する条例制定の件

富山市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市手数料条例の一部を改正する条例

富山市手数料条例（平成１７年富山市条例第１０６号）の一部を次

のように改正する。

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８２の部第３号から第

９号までを削る。

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の部５３の項中「

第１３７条の１２第６項」を「第１３７条の１２第１１項」に改め、

同部５４の項中「第１３７条の１２第７項」を「第１３７条の１２第

１２項」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第 ６ １ 号

富山市まちなか賑わい広場等条例の一部を改正する条例制定の

件

富山市まちなか賑わい広場等条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市まちなか賑わい広場等条例の一部を改正する条例

富山市まちなか賑わい広場等条例（平成１９年富山市条例第２６号

）の一部を次のように改正する。

別表第１中「超過料金１時間につき（円 ）」 を「時間外料金（円）

（１時間につき ）」 に改め、同表備考２を削り、同表備考３を同表備

考２とする。

別表第２中「超過料金１時間につき（円 ）」 を「時間外料金（円）

（１時間につき ）」 に改め、同表備考２を削り、同表備考３を同表備

考２とし、同表備考４を同表備考３とする。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

- 162 -



議案第 ６ ２ 号

富山市ファミリーパーク条例の一部を改正する条例制定の件

富山市ファミリーパーク条例の一部を改正する条例を次のように定

める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市ファミリーパーク条例の一部を改正する条例

富山市ファミリーパーク条例（平成１７年富山市条例第２３７号）

の一部を次のように改正する。

第４条の４第２号中「２月末日」を「２月２３日」に改める。

第４条の５中第２号を第３号とし、同条第１号中「３月１日から同

月１４日まで」を「２月２４日から３月１４日まで」に改め、同号を

同条第２号とし、同条に第１号として次の１号を加える。

(1) 毎月の第１火曜日及び第３火曜日（これらの日が国民の祝日に

関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に当た

るときを除く 。）

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ６ ３ 号

富山市地域広場条例の一部を改正する条例制定の件

富山市地域広場条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市地域広場条例の一部を改正する条例

富山市地域広場条例（平成１７年富山市条例第２３５号）の一部を

次のように改正する。

別表第１富山市猪谷地域広場の項を削る。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ６ ４ 号

富山市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等

に関する条例の一部を改正する条例制定の件

富山市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等

に関する条例の一部を改正する条例

富山市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関

する条例（平成１７年富山市条例第２９３号）の一部を次のように改

正する。

第２条第４項第２号中「１１，０７３．７ヘクタール」を「１１，

０７６．７ヘクタール」に改め、同項第３号中「３７６，３６０人」

を「３７８，５７０人」に改め、同項第４号中「２５９，１２０立方

メートル」を「２５７，６２０立方メートル」に改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第 ６ ５ 号

富山市水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件

富山市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市水道事業給水条例の一部を改正する条例

富山市水道事業給水条例（平成１７年富山市条例第２９６号）の一

部を次のように改正する。

第５条中 「（ 以下」を 「（ 第１１条第１項を除き、以下」に改める。

第１１条第１項中「管理者」を「富山市上下水道事業管理者」に改

め、同項に次のただし書を加える。

ただし、災害その他非常の場合において、富山市上下水道事業管

理者が他の市町村長（地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号

） 第７条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下同じ。

） 又は他の市町村長が法第１６条の２第１項の指定をした者に給水

装置工事を施行させる必要があると認めるときは、この限りでない。

第１１条第２項中「指定給水装置工事事業者」を「指定給水装置工

事事業者等（指定給水装置工事事業者又は前項ただし書の規定により

管理者が他の市町村長若しくは他の市町村長が法第１６条の２第１項

の指定をした者に給水装置工事を施行させる必要があると認めた場合

における当該者をいう。以下同じ 。）」 に改め、同条第３項中「指定

給水装置工事事業者」を「指定給水装置工事事業者等」に改める。

第１２条第２項及び第３４条第２項中「指定給水装置工事事業者」

を「指定給水装置工事事業者等」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第 ６ ６ 号

富山市下水道条例の一部を改正する条例制定の件

富山市下水道条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市下水道条例の一部を改正する条例

富山市下水道条例（平成１７年富山市条例第２９８号）の一部を次

のように改正する。

第５条第１項中「専属する」を「選任されている」に改め、同項に

次のただし書を加える。

ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長

（地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定によ

り置かれた下水道事業の管理者を含む 。） の指定を受けた者に排水

設備等の新設等の工事を行わせる必要があると認めるときは、この

限りでない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第 ６ ７ 号

富山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定

の件

富山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

富山市消防団員等公務災害補償条例（平成１７年富山市条例第２９

１号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項第２号中「９，７００円」を「１０，０００円」に改

め、同号ただし書中「１４，５００円」を「１５，０００円」に改め、

同条第３項中「１００円を、第２号に該当する扶養親族については１

人につき３８３円を、第３号から第６号まで」を「４３３円を、第２

号から第５号まで」に改め、同項中第１号を削り、第２号を第１号と

し、第３号から第６号までを１号ずつ繰り上げる。

別表中「１２，９００」を「１３，３４０」に、「１３，７００」

を「１４，１７０」に、「１４，５００」を「１５，０００」に、「

１１，３００」を「１１，６７０」に、「１２，１００」を「１２，

５００」に、「９，７００」を「１０，０００」に、「１０，５００

」を「１０，８４０」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の富山市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及び第

３項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事

由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以

- 168 -



後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金（以

下この項において「傷病補償年金等」という 。） について適用し、

同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。

）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補

償年金等については、なお従前の例による。
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議案第 ６ ８ 号

辺地に係る総合整備計画策定の件

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関

する法律（昭和３７年法律第８８号）第３条第１項の規定により、辺

地に係る総合整備計画を別紙のとおり定める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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総 合 整 備 計 画 書

富山県富山市 大山辺地

（辺地の人口578人 面積73.6km2）

１ 辺地の概況

（１）辺地を構成する町又は字の名称

富山市 本宮、原、亀谷、小見、和田、大山松木、牧、才覚地、水須、中地山、

岡田、新町、西小俣、東小俣

（２）地域の中心の位置 富山市小見字大畑割１７３番１

（３）辺地度点数 １１９点

２ 公共的施設の整備を必要とする事情

当地域は、山村振興法に基づく振興山村の指定を受けた旧大山村に属し、かつ、特別

豪雪地帯にも指定された過疎化、高齢化が進む地域であり、社会環境整備が市街地より

遅れた山村地域である。

このことから、住民福祉の向上を図るための生活環境整備として、道路、林道、下水

処理施設、消防施設、住民の交通の便に供するための自動車の整備が必要である。また、

当地域における観光関連事業は、過疎化を緩和させるうえで大きな役割を果たしている

ため、観光・レクリエーション施設の整備が必要である。

３ 公共的施設の整備計画

令和８年度から令和１２年度まで ５年間

（単位 千円）

区 分

施設名 事業主体名

事業費

財 源 内 容 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額特定財源 一般財源

道路

富山市

50,000 27,500 22,500 2,300

林道 67,000 27,500 39,500 39,500

下水処理施設 89,000 59,700 29,300 25,700

消防施設 80,700 0 80,700 79,000

自動車 6,000 0 6,000 6,000

観光・レクリエーション施設 54,500 4,000 50,500 50,000

合 計 347,200 118,700 228,500 202,500
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総 合 整 備 計 画 書

富山県富山市 福沢辺地

（辺地の人口61人 面積29.0km2）

１ 辺地の概況

（１）辺地を構成する町又は字の名称

富山市 楜ヶ原、砂見、小谷、日尾、瀬戸、馬瀬、石渕、下双嶺、大清水、

大双嶺、小坂、千長原

（２）地域の中心の位置 富山市日尾字山口割２０７番１

（３）辺地度点数 １３３点

２ 公共的施設の整備を必要とする事情

当地域は、山村振興法に基づく振興山村の指定を受けた旧福沢村に属し、かつ、特別
豪雪地帯にも指定された過疎化、高齢化が進む地域であり、社会環境整備が市街地より
遅れた山村地域である。

このことから、住民福祉の向上を図るための生活環境整備として、道路、林道、下水
処理施設、住民の交通の便に供するための自動車の整備が必要である。

３ 公共的施設の整備計画

令和８年度から令和１２年度まで ５年間

（単位 千円）

区 分

施設名 事業主体名

事業費

財 源 内 容 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額特定財源 一般財源

道路

富山市

38,000 0 38,000 38,000

林道 20,000 10,000 10,000 10,000

下水処理施設 37,000 18,500 18,500 18,500

自動車 13,000 0 13,000 13,000

合 計 108,000 28,500 79,500 79,500
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総 合 整 備 計 画 書

富山県富山市 八尾辺地

（辺地の人口 272 人 面積 163.3 ㎢）

１ 辺地の概況

（１）辺地を構成する町又は字の名称

富山市 八尾町清水、八尾町花房、八尾町薄尾、八尾町栗須、八尾町専沢、八尾町中山、八尾町横平、

八尾町二屋、八尾町越後谷、八尾町安谷、八尾町上牧、八尾町島地、八尾町下島、八尾町中島、

八尾町内名、八尾町水無、八尾町西原、八尾町田頭、八尾町高野、八尾町栃折、八尾町庵谷、

八尾町新屋、八尾町東原、八尾町杉平、八尾町切詰、八尾町大下、八尾町下仁歩、八尾町中仁歩、

八尾町上仁歩、八尾町入谷、八尾町草蓮坂、八尾町鼠谷、八尾町平沢、八尾町三ツ松、八尾町正間、

八尾町倉ケ谷、八尾町武道原、八尾町土玉生、八尾町小谷、八尾町山中、八尾町茗ケ島、八尾町吉友、

八尾町大玉生、八尾町尾畑、八尾町小畑、八尾町東布谷、八尾町布谷、八尾町赤石、八尾町東松瀬、

八尾町西松瀬、八尾町猟師ケ原、八尾町桂原、八尾町谷折、八尾町小原、八尾町滝脇、八尾町桐谷、

八尾町小井波、八尾町竹ノ内、八尾町宮ケ島、八尾町尾久、八尾町窪、八尾町天池、八尾町高瀬、

八尾町追分、八尾町足谷、八尾町大道

（２）地域の中心の位置 富山市八尾町三ツ松字白坂９３２番

（３）辺地度点数 ２４５点

２ 公共的施設の整備を必要とする事情

当地域は、四方を山々に囲まれ、谷間に集落が点在した特別豪雪地帯であり、過疎化及び高齢化

が進む中山間地域である。

このことから、住民福祉の向上を図るための生活環境整備として、道路、林道、下水処理施設、

住民の交通の便に供するための自動車の整備が必要である。また、当地域における観光関連事業で

の安全性を確保するため、観光・レクリエーション施設の改修が必要である。

３ 公共的施設の整備計画

令和８年度から令和１２年度まで ５年間

（単位 千円）

区 分

施設名 事業主体名

事業費

財 源 内 容 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額特定財源 一般財源

道路

富山市

81,000 20,000 61,000 61,000

林道 118,800 57,900 60,900 53,800

下水処理施設 63,000 31,500 31,500 31,500

自動車 34,000 0 34,000 34,000

観光・レクリエーション施設 77,900 9,400 68,500 68,400

合 計 374,700 118,800 255,900 248,700
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総 合 整 備 計 画 書

富山県富山市 山田辺地

（辺地の人口 210 人 面積 12.9 ㎢）

1 辺地の概況

（１）辺地を構成する町又は字の名称

富山市 山田沼又、山田牧、山田清水、山田今山田、山田鍋谷、山田谷、山田若土

（２）地域の中心の位置 富山市山田沼又字大野４２５番１

（３）辺地度点数 ２２６点

２ 公共的施設の整備を必要とする事情

当地域は、富山市の南西部に位置する特別豪雪地帯であり、山間に集落が点在し、過疎化及び高

齢化の進行が著しい中山間地域である。

このことから、地域住民の生活環境の改善や利便性の向上を図るため、林道及び下水処理施設の

整備が必要である。また、当地域における観光関連事業は、過疎化を緩和させるうえで大きな役割

を果たしているため、観光・レクリエーション施設の整備が必要である。

３ 公共的施設の整備計画

令和８年度から令和１２年度まで ５年間

（単位 千円）

区分

施設名 事業主体名

事業費

財 源 内 容 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額特定財源 一般財源

林道

富山市

18,000 9,000 9,000 9,000

下水処理施設 57,000 28,500 28,500 28,500

観光・レクリエーション施設 920,300 0 920,300 920,000

合 計 995,300 37,500 957,800 957,500
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総 合 整 備 計 画 書

富山県富山市 神通南部辺地

（辺地の人口 322 人 面積 39.9 ㎢）

１ 辺地の概況

（１）辺地を構成する町又は字の名称

富山市 片掛、猪谷、蟹寺、加賀沢、薄波、吉野、伏木、小糸、舟渡、東猪谷

（２）地域の中心の位置 富山市猪谷字旦暮９４１番１

（３）辺地度点数 １５７点

２ 公共的施設の整備を必要とする事情

当地域は、富山市の南端の岐阜県境に位置する特別豪雪地帯を含む地域であり、神通川上流の峡

谷に沿って集落が点在し、過疎化及び高齢化の進行が著しい中山間地域である。

このことから、地域住民の生活環境の改善や利便性の向上を図るため、道路、林道、消防施設の

整備が必要である。

３ 公共的施設の整備計画

令和８年度から令和１２年度まで ５年間

（単位 千円）

区 分

施設名 事業主体名

事業費

財 源 内 容 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額特定財源 一般財源

道路

富山市

64,000 0 64,000 64,000

林道 38,000 19,000 19,000 19,000

消防施設 17,000 0 17,000 17,000

合 計 119,000 19,000 100,000 100,000
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議案第 ６ ９ 号

財産の無償貸付の件

次のとおり土地を無償貸付するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、市議会の議決を求め

る。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

記

１ 無償で貸付する土地

(1) 場 所 富山市楡原字西下島１８７１番３

(2) 面 積 ２３，０７２．２７㎡

２ 貸 付 の 目 的 ＰＰＡによる公共施設（市有遊休地）へのＰＶ

導入事業用地

３ 貸 付 の 相 手 方 富山市牛島町１５番１号

北陸電力株式会社

代表取締役社長社長執行役員 松田 光司

４ 無償貸付の期間 令和８年４月１日から２０年間
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議案第 ７ ０ 号

財産の無償貸付の件

次のとおり建物及び施設を無償貸付するため、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、市議会の議

決を求める。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久

記

１ 無償で貸付する財産

ア）建物

(1) 山田米乾燥調製育苗施設

①場 所 富山市山田中瀬４３０９番地１

②構 造 鉄骨造平屋建

③床 面 積 １，９１７．８㎡

イ）施設

(1) 育苗用施設（パイプハウス３０棟）

(2) その他事業用設備

２ 貸 付 の 目 的 特定非営利活動法人山田地域農業振興会

農業用施設

３ 貸 付 の 相 手 方 富山市山田中瀬４３０９番地１

特定非営利活動法人山田地域農業振興会

理事長 谷井 傳治

４ 無 償 貸 付 の 期 間 令和８年４月１日から３年間
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議案第 ７ １ 号

市道路線の認定及び廃止の件

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第

３項の規定により、市道路線を次のとおり認定及び廃止する。

令和８年２月２７日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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市道認定調書

図面対照

番 号
路 線 名

起 点

終 点

17-252 下冨居３９号線
富 山 市 下冨居字勝膳割 １５７番１７地先

富 山 市 下冨居字勝膳割 １５７番６４地先

17-253 下冨居４０号線
富 山 市 下冨居字勝膳割 １５７番４２地先

富 山 市 下冨居字勝膳割 １５７番４６地先

17-254 下冨居４１号線
富 山 市 下冨居字勝膳割 １ 番 １ ２ 地 先

富 山 市 下冨居字稲荷割 １ 番 ５ ６ 地 先

17-255 下冨居４２号線
富 山 市 下冨居字稲荷割 １ 番 ７ ６ 地 先

富 山 市 下冨居字稲荷割 １ 番 ７ ２ 地 先

17-256 千成町下冨居線
富 山 市 千 成 町 ２９番１１地先

富 山 市 下冨居字稲荷割 １ 番 ４ ８ 地 先

17-257 下冨居４３号線
富 山 市 下冨居字稲荷割 １ 番 ５ ４ 地 先

富 山 市 下冨居字稲荷割 １ 番 ２ ７ 地 先

17-258 下冨居４４号線
富 山 市 下冨居字稲荷割 １ 番 １ ８ 地 先

富 山 市 下冨居字勝膳割 １ 番 ２ ７ 地 先

17-259 下冨居４５号線
富 山 市 下冨居字稲荷割 １ 番 ８ ７ 地 先

富 山 市 下冨居字八幡割 ４１番４３地先

17-260 下冨居４６号線
富 山 市 下冨居字八幡割 ４１番５２地先

富 山 市 下冨居字八幡割 ４１番５９地先

17-261 下冨居４７号線
富 山 市 下冨居字八幡割 ４１番３３地先

富 山 市 下冨居字八幡割 ５ ９ 番 ４ 地 先

17-262 下冨居４８号線
富 山 市 下冨居字八幡割 ６ ４ 番 １ 地 先

富 山 市 下冨居字八幡割 ４１番２３地先

17-263 千成町鍋田線
富 山 市 千 成 町 ９６番１７地先

富 山 市 鍋 田 ７５番１４地先

17-264 鍋田中冨居新町１号線
富 山 市 鍋 田 ７５番１３地先

富 山 市 中 冨 居 新 町 ３３番２３地先
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17-265 中冨居新町１号線
富 山 市 中 冨 居 新 町 ３３番１８地先

富 山 市 中 冨 居 新 町 ３３番２７地先

17-266 鍋田中冨居新町２号線
富 山 市 鍋 田 ３３番１２地先

富 山 市 中 冨 居 新 町 ３ ３ 番 １ 地 先

18-359 中島４４号線
富 山 市 中島二丁目字二番割 ６ 番 １ ８ 地 先

富 山 市 中島二丁目字二番割 ５９番１４地先

18-360 中島４５号線
富 山 市 中島二丁目字二番割 ４ ７ 番 ５ 地 先

富 山 市 中島二丁目字二番割 ６ 番 ２ ８ 地 先

18-361 中島４６号線
富 山 市 中島二丁目字西腰前割 ２ １ 番 ８ 地 先

富 山 市 中島二丁目字西腰前割 ２１番１３地先

18-362 中島４７号線
富 山 市 中 島 四 丁 目 １ ５ 番 ６ 地 先

富 山 市 中 島 四 丁 目 １ ５ 番 ８ 地 先

18-363 奥田町１号線
富 山 市 奥田町字屋敷田 ８ １ 番 ５ 地 先

富 山 市 奥田町字屋敷田 ６ ４ 番 ４ 地 先

19-366 経堂中間島線
富 山 市 経 堂 三 丁 目 １ １ ８ 番 地 先

富 山 市 金 代 ２ 番 ２ 地 先

19-402 上飯野新町４１号線
富 山 市 上飯野新町一丁目 ２ ０ ３ 番 地 先

富 山 市 上飯野字蓮花寺 ８１番１４地先

19-569 新庄町２２号線
富 山 市 上飯野新町三丁目 ４００番５地先

富 山 市 新庄町字観音寺割 ２ ２ 番 ４ 地 先

20-216 金代１８号線
富 山 市 金 代 １７４番１３地先

富 山 市 金 代 １７４番１８地先

20-440 金代２６号線
富 山 市 金 代 １９６番２０地先

富 山 市 金 代 １９６番１地先

20-441 大島３５号線
富 山 市 大 島 二 丁 目 ４ ４ ３ 番 地 先

富 山 市 大 島 二 丁 目 ４４３番１８地先
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20-442 大島３６号線
富 山 市 大 島 二 丁 目 ４１１番１６地先

富 山 市 大 島 二 丁 目 ４２２番１１地先

20-443 大島３７号線
富 山 市 大 島 二 丁 目 ４２２番１２地先

富 山 市 大 島 二 丁 目 ４２２番１４地先

22-675 山室５９号線
富 山 市 山 室 字 東 田 割 ３０３番１８地先

富 山 市 山 室 字 東 田 割 ３０３番２７地先

22-676 山室６０号線
富 山 市 山 室 字 東 田 割 ３０３番２０地先

富 山 市 山 室 字 東 田 割 ３０３番２０地先

22-677 山室６１号線
富 山 市 山 室 字 東 田 割 ３０３番２５地先

富 山 市 山 室 字 東 田 割 ３０３番２５地先

22-678 中川原３８号線
富 山 市 中川原字八幡田割 ２８７番５地先

富 山 市 中川原字八幡田割 １５５番６地先

22-679 中川原３９号線
富 山 市 中川原字八幡田割 ２９３番７地先

富 山 市 中川原字八幡田割 ２９３番７地先

23-465 大町４５号線
富 山 市 大町字市右エ門割 ２８１番１１地先

富 山 市 大町字市右エ門割 ２９３番１２地先

23-495 大泉１区南部２０号線
富 山 市 大泉字中野坪割 ３２６番２０地先

富 山 市 大 泉 １ 番 ５ 地 先

23-496 大泉１区南部２１号線
富 山 市 大泉字中野坪割 ３２６番１０地先

富 山 市 大泉字中野坪割 ３２６番７地先

23-497 大泉１区南部２２号線
富 山 市 大 町 ２ ３ 番 ４ 地 先

富 山 市 大 泉 １ 番 ５ 地 先

23-498 大町４６号線
富 山 市 大町字市右エ門割 ２８５番２地先

富 山 市 大町字市右エ門割 ２８５番１６地先

23-499 本郷町４区１６号線
富 山 市 本郷町字水上割 ２０９番１０地先

富 山 市 本郷町字水上割 ２０９番２９地先
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24-425 小杉６５号線
富 山 市 小 杉 ２８０番４地先

富 山 市 小 杉 ２８０番５地先

24-426 黒瀬３４号線
富 山 市 黒 瀬 ８７６番２地先

富 山 市 黒 瀬 ８７６番４地先

52-1473 下大久保２９号線
富 山 市 下大久保字二番割 ２０２０番３３地先

富 山 市 下大久保字二番割 ２０２０番２０地先

52-1474 下大久保３０号線
富 山 市 下大久保字二番割 ２０２０番３７地先

富 山 市 下大久保字二番割 ２０２０番２５地先

52-1475 下大久保３１号線
富 山 市 下大久保字二番割 ２０２０番２６地先

富 山 市 下大久保字二番割 ２０２０番２５地先

52-1476 下大久保３２号線
富 山 市 上大久保字屋敷島割 ７７７番１地先

富 山 市 下大久保字二番割 ２０２０番２４地先

52-1477 下大久保３３号線
富 山 市 下大久保字四番割 １４５１番３地先

富 山 市 下大久保字四番割 １４５１番７地先

52-1478 下大久保３４号線
富 山 市 下大久保字四番割 １４５１番１２地先

富 山 市 下大久保字四番割 １４５１番１５地先

52-1479 下大久保３５号線
富 山 市 下大久保字四番割 １４５１番２０地先

富 山 市 下大久保字四番割 １４３１番３地先

52-1480 下大久保３６号線
富 山 市 下大久保字四番割 １４５１番３１地先

富 山 市 下大久保字四番割 １４５１番３３地先

52-1481 下大久保３７号線
富 山 市 下大久保字四番割 １４５１番２３地先

富 山 市 下大久保字四番割 １４５１番３９地先

52-1482 中大久保上大久保２号線
富 山 市 中大久保字東入割 ４４番２３地先

富 山 市 中大久保字東入割 ５ ６ 番 地 先

52-1483 中大久保３号線
富 山 市 中大久保字東入割 ５ ２ 番 １ 地 先

富 山 市 中大久保字東入割 ５ ５ 番 ２ 地 先

- 182 -



図面対照

番 号
路 線 名

起 点

終 点

52-1484 上大久保１１号線
富 山 市 上大久保字牛ケ花割 １７１３番３０地先

富 山 市 上大久保字牛ケ花割 １７１３番１５地先
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17-200 千成町１６号線
富山市 千 成 町 ９６番１７地先

富山市 千 成 町 ２ ９ 番 ９ 地 先

17-202 中冨居１１号線
富山市 鍋 田 字 鶴 田 ４ ６ 番 １ 地 先

富山市 中冨居字穴田割 ４８番４１地先

17-250 千成町１９号線
富山市 千 成 町 ２９番１１地先

富山市 下冨居字稲荷割 １ 番 ２ ６ 地 先

19-366 経堂中間島線
富山市 経 堂 字 苗 代 割 １２８番７地先

富山市 経 堂 二 丁 目 １ ２ 番 地 先

19-402 上飯野新町４１号線
富山市 上飯野新町二丁目 ２ ０ ３ 番 地 先

富山市 上飯野新町五丁目 ６ ９ 番 地 先

20-216 金代１８号線
富山市 金 代 １７４番１３地先

富山市 金 代 １ ９ ６ 番 地 先

23-465 大町４５号線
富山市 大町字市右エ門割 ２８１番１１地先

富山市 大町字市右エ門割 ２８１番１９地先

29-185 水橋大正町３号線
富山市 水橋辻ヶ堂字山田割 １２３番３９地先

富山市 水橋辻ヶ堂字山田割 １２７番９地先

29-495 水橋石政４号線
富山市 水 橋 石 政 ３ ８ ２ 番 地 先

富山市 水 橋 柳 寺 ２ ０ ０ 番 地 先
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